
 

 

（第28回）国分寺市新型コロナウイルス感染症対策本部会議 次第 

 
 

日時：令和２年５月26日（火） 

   9：30～11：00 

会場：第一・第二委員会室 

 

１ 本部長より発言 

 

２ 事務局より現状について 

 

３ 協議事項 

 

４ 報告事項 

 

５ その他 

 

 



別紙

◆令和２年５月２５日１８時３０分時点

１　患者の発生状況　

※１濃厚接触者：確定患者との接触歴があるもの

＊2つの欄に該当する場合があるため、内訳と総数が一致しない場合がある。

＜属性＞

〇年代

〇性別

２　都内患者数

【参考】区市町村別患者数（都内発生分）　（５月２４日時点の累計値）

死亡

（累計）

退院

（累計）

24 47 16 288 4,311

※療養期間経過

を含む

0 0 2 3 0 1

男性 女性 不明

6 2 0

総数（累計）

5,160 474

重症者

100歳以上 不明

0 0 1 1 0 0

◆速報値のため、今後の調査状況により、変動の可能性があります。

総数
（内訳）

うち重症者
濃厚接触者※１ 海外渡航歴 調査中

60代 70代 80代 90代10歳未満 10代 20代 30代 40代 50代

8 8 0 0 0

39

　入院中
宿泊療養 自宅療養

入院・療養等

調整中

43 112 309 412 94

千代田 中央 港 新宿 文京

171 152 222 188 164 245

墨田 江東 品川 目黒 大田台東

459 177 225 250 143

世田谷 渋谷 中野 杉並 豊島

98 80 139 275 154 134

荒川 板橋 練馬 足立 葛飾北

140 42 14 17 29

江戸川 八王子 立川 武蔵野 三鷹

6 72 9 35 53 17

府中 昭島 調布 町田 小金井青梅

21 20 13 12 6

小平 日野 東村山 国分寺 国立

1 22 6 15 15 2

狛江 東大和 清瀬 東久留米

多摩 稲城 羽村 あきる野 西東京

武蔵村山福生

0 0

日の出 檜原 奥多摩 大島 利島瑞穂

1 1 0 037 12 5 7 46

５月２５日時点で調査完了したものを更新しています。今後の調査の状況により、数値は変更される可能性があります

206 23

小笠原 都外 調査中

0 0 0 1 0 0 0

新島 神津島 三宅 御蔵島 八丈 青ヶ島



新型コロナウイルス感染症を

乗り越えるためのロードマップ

～「新しい日常」が定着した社会の構築に向けて～



はじめに

今、東京は、世界中で猛威を振るう新型コロナウイルス
感染症により、かつて経験したことのない闘いの中にある。

この難局を乗り越えるためには、都民、事業者の方々との
協力の下、東京の総力を結集して、感染症防止対策を講じな
がら、経済社会活動を維持していかなければならない。

そのために、本ロードマップでは、「感染症防止と経済社
会活動の両立」を図りながら、「新しい日常」が定着した社
会を実現するための取組や手順を示すこととする。



・都民や事業者に向けて「新しい日常」の考え方とそれを支える施策を提示

ロードマップの５つのポイント

・緊急事態宣言下では自粛要請を維持（STAY HOME ・ STAY in TOKYO）

１ 緊急事態宣言下においては、外出自粛等の徹底を通じて、感染を最大限抑え込む

２ 適切なモニタリング等を通じて、慎重にステップを踏み、都民生活や経済社会活動との両立を図る

３ 状況の変化を的確に把握し、必要な場合には「東京アラート」を発動する

４ 今後、発生が予想される「第２波」に対応するため、万全の医療・検査体制を整備する

５ ウイルスとの長い戦いを見据え、暮らしや働く場での感染拡大を防止する習慣

＝「新しい日常」が定着した社会を構築する

・感染状況や医療提供体制などの観点から７つの指標を用いて常にモニタリング

・２週間単位をベースに状況を評価し、段階的に自粛を緩和

・感染拡大の兆候を把握した場合には、「東京アラート」を発動し、都民に警戒を呼び掛け

・それでも再要請の目安を上回った場合などは、必要な外出自粛・休業を再要請し、感染拡大防止を徹底

・迅速に検査を受けられる体制を充実

・症状に応じた医療提供体制を整備するとともに、患者情報を的確に把握し、モニタリングを強化



ロードマップのイメージ

暮らしや働く場で
「新しい日常」の定着

新
規
感
染
者
数
等

第１波 第２波第２波に備えた
体制整備

徹底した行動制限

③「東京アラート」
の発動

②外出自粛・休業要請等
について判断

ワクチン・
治療薬開発

①感染拡大防止策

④再要請の実施
徹底した
行動制限

現時点

時間



-

緩和・再要請を判断する際に用いるモニタリング指標

感染

（疫学的）

状況

医療

提供体制

モニタリング

（監視体制）

判断指標 指標項目 国宣言
解除

目安となる数値

緩和・
アラート

再要請
指標の考え方

<10
人 / 日
※

<20
人 / 日

50
人 / 日

-

-

-

- ＜50% 50%

<１ ＜1 2

※10万人あたり0.5人という国の指標をもとに都の人口で算出
（①②⑥⑦は７日間移動平均で算出。また、①の数字が10人以下となった場合は、②及び③は参考値とする。）

①新規陽性者数

②新規陽性者における
接触歴等不明率

③週単位の陽性者
増加比

④重症患者数

⑤入院患者数

⑥PCR検査の陽性率

⑦受診相談窓口
における相談件数

1,014件

最新の
数値

（5/21現在）

8.4人

679人

1.7 %

42人

47.5％

0.33

•患者数の増減など、感染の兆候を把握

•感染状況、感染拡大の兆候を把握
（②と合わせて判断）
•第１波の感染拡大局面の状況を踏まえて、
目安を設定

•確保病床の利用状況を把握
•重篤・重症・中等症用の病床として、患者数の増加
に応じて1,000～4,000床を確保

•新規感染者の動向を把握
•適切な検査体制を前提とした補助的な指標

•市中感染の拡大状況を把握
•新規陽性者のうち接触歴不明者が10人/日未
満となる50%で目安を設定

•新規感染者数の直近の増減傾向を把握
（１未満＝減少傾向、２以上＝倍加）
•再要請の目安は、感染拡大が始まった3月
下旬の数値を設定

•重症者の医療提供体制の状況を把握
• ICU等又は人工呼吸器管理が必要な患者数を計上
•都内の救命救急センターの通常診療に影響を
与えない水準が52名以下（26機関×２）

•患者数の増加に応じて100～700床を確保



モニタリング指標の運用方針

休業要請の
緩和

「感染（疫学的）状況」の指標が全て緩和の目安を下回った場合、
その他の指標も勘案しながら、審議会の意見を踏まえ、総合的な判
断により、緩和を実施。緩和については、２週間単位をベースに状
況を評価し、段階的に実施する。

１項目以上の「感染（疫学的）状況」の指標の数値が緩和の目安を
超え、その他の指標も勘案して警戒すべき状況と判断される場合に
は、「東京アラート」を発動し、都民に警戒を呼びかける。

休業の再要請
複数の「感染（疫学的）状況」の指標の数値が再要請の目安を超え
た場合には、その他の指標も勘案しながら、審議会の意見を踏まえ
判断し、再要請を実施する。

「感染（疫学的）状況」、「医療提供体制」、「モニタリング（監視体制）」の観点か
ら、７つの指標について常にモニタリングを行い、東京アラートの発動や必要な休業要
請を行うことなどを通じて、感染拡大を適切にコントロールする。

「東京アラート」
の発動

※モニタリング指標の運用については、国の動向や、感染者の状況等に応じて柔軟に実施する



適切な感染予防策を講じたうえで、全ての施設について緩和
※クラスター発生歴のある施設等の使用制限の緩和やイベントの人数上限等については、今後の国の対処方針等の
状況を踏まえ対応を検討

外出自粛

外出自粛、休業要請等の緩和措置の内容

事業者に対する休業要請等

STEP0

STEP1

STEP2

●８割程度の接触機会の
低減を目指した外出自
粛

●クラスター発生歴のあ
る施設（※）の利用自粛

●他県への移動の自粛

●クラスター発生歴がなく、３つの密が重なりにくい施設を緩和
（例）・劇場等 →入場制限や座席間隔の留意を前提に施設の再開

●飲食店等→営業時間の一部緩和（夜１０時まで）

●クラスター発生歴があるか、またはリスクの高い施設を除き、
入場制限等を前提として全ての施設を再開
●飲食店等→営業時間の一部緩和（夜１２時まで）

●遊興施設、運動・遊技施設、劇場、商業施設等を対象
●飲食店等は短縮営業（夜８時まで。酒類の提供は夜７時まで）

●５割程度の接触機会の
低減を目指した外出自
粛

●引き続き休業要請
となる施設の利用
自粛

●クラスター発生歴の
ある施設（※）の徹底
した利用自粛

●他県への移動の自粛

●都民の文化的・健康的な生活を維持する上で必要性が高い
施設を緩和
（例）・博物館、美術館、図書館 →入場制限等を設けることを前提に施設の再開

●飲食店等→営業時間の一部緩和（夜１０時まで）

●イベント開催の自粛

●100人までのイベント開催を可能

●1,000人までのイベント開催を可能

●全てのＳＴＥＰにおいて、適切な感染防止対策の実践

●50人までのイベント開催を可能

学 校

※接待を伴う飲食店等、
カラオケ、ライブハウス、
スポーツジム

STEP3

●休校

●再開
登校日の設定
数を変更して
対応（オンラ
イン学習等の
家庭学習との
組み合わせ）



施設の種類 内訳 ステップ０ ステップ１ ステップ２ ステップ３

展示施設 博物館、美術館、図書館　等 × 〇 〇 〇

運動施設（屋内） 体育館、水泳場、ボーリング場　等 ×
△

観客席部分は使用停止
〇 〇

運動施設（屋外） 野球場、テニス場、陸上競技場　等 △
観客席部分は使用停止

△
観客席部分は使用停止

〇 〇

運動施設（屋外） 屋外水泳場（専ら遊技を対象とする施設を除く） ×
△

観客席部分は使用停止
〇 〇

大学　等
大学、専修学校（高等専修学校を除く。）、各種学
校等の教育施設 ×

○
分散登校等

〇 〇

文教施設 学校（大学等を除く。） ×

学習塾等 自動車教習所、学習塾　等 × × 〇 〇

劇場等 劇場、観覧場、映画館又は演芸場　等 × × 〇 〇

集会・展示施設
集会場、公会堂、展示場、ホテル又は旅館（集会
の用に供する部分に限る。）　等 × × 〇 〇

商業施設
生活必需物資の小売関係等以外の店舗、生活必
需サービス以外のサービス業を営む店舗 × × 〇 〇

遊興施設等
ネットカフェ、漫画喫茶、射的場、勝馬投票券発売
所、場外車券売場、ヌードスタジオ、のぞき劇場、
ストリップ劇場、個室ビデオ店　等

× × × 〇

遊技施設
マージャン店、パチンコ屋、ゲームセンター、
遊園地　等 × × × 〇

食事提供施設
飲食店（居酒屋を含む。）、料理店、喫茶店　等
（宅配等を含む。）

営業時間（宅配等を除く。）
朝５時～夜８時まで（酒類の提供は
夜７時まで）

営業時間（宅配等を除く。）
朝５時～夜10時まで（酒類の提供は
夜10時まで）

営業時間（宅配等を除く。）
朝５時～夜10時まで（酒類の提供は
夜10 時まで）

営業時間（宅配等を除く。）
朝５時～夜12時まで（酒類の提供は
夜12 時まで）

接待を伴う飲食店、個室付浴場　等 × × × ×

ライブハウス × × × ×

カラオケ × × × ×

運動施設 スポーツジム × × × ×

× △50人まで可 △100人まで可 △1,000人まで可

休業要請の緩和のステップ（施設別）

○
登校日の設定数を変更して対応（オンライン学習等の家庭学習との組み合わせ）

遊興施設等

イベント

※ 〇：使用可　　△：一部使用制限　　×：使用停止

※ 施設の使用を再開する場合には、都や業界団体のガイドライン等を踏まえ適切な感染拡大予防対策を講ずること。

※ 運動施設や劇場等の人数については、イベントの上限人数と連動（今後の国の対処方針等の状況を踏まえ、対応を検討）

※ クラスター発生歴のある飲食店等の使用制限の緩和やイベントの人数上限等については、今後の国の対処方針等の状況を踏まえ、対応を検討 



学校の段階的再開

登校頻度 １日/週 ２～３日程度/週 ３～４日程度/週

在校時間 ２時間程度 半日 １日

生徒数割合

（各学校）
１/６程度 １/３程度 １/２～２/３程度

学びの確保

（ハイブリッド
方式）

家庭でのオンライン学習等

（学校）
↕

（家庭）

学
校
と
家
庭
学
習
（

オ
ン
ラ
イ
ン
学
習
等

）
と
の

組
み
合
わ
せ
に
よ
る
教
育
活
動

５日/週

１日

全員

学
校
の
「
新
し
い
日
常
」
の
定
着

段階的再開（分散登校）のイメージ ※都立高校の例 一斉登校

■授業中も身体的距離（１～２ｍ）を確保

■毎朝自宅で検温し、登校時にも体温測定

■手洗い及び咳エチケットを徹底

■授業中も含めて換気を十分に行う など

基本的な感染症対策の徹底
～ガイドラインを作成予定～

感染防止の追加対策の実施例

■教壇や相談室などにアクリル板を設置

■サーモグラフィーや非接触式体温計で体温を測定

■診断時の医師や特別支援学校の教員等はフェイスシールドも活用

■教壇ほか、列ができそうな場所にマスキングテープを貼る

感染状況を踏まえながら段階的に学校を再開し、
学校と家庭学習の配分を変えて、第２波にも備えていく

学校での対面指導
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今後予想される第２波に備え、国に対して水際対策の強化の徹底を求めるとともに、検査体制の拡充、

症状に応じた医療体制の確保、患者情報や感染状況の的確な把握等をできる体制を整備

 都立・公社病院を中心に、民間
医療機関の協力を得て、感染拡
大に応じた病床確保を着実に推
進 （3,300床確保）

 軽症者用に宿泊療養施設を確保
（５施設・2,865室）

【これまでの対応】 【感染の再拡大期も見据えた今後の対応策】

検 査

医 療

 健康安全研究センター・民間検査
機関の体制強化

 かかりつけ医・ＰＣＲセンターと
の連携による検査体制の拡充

（最大約3,100件/日に拡大）

 新型コロナ外来の拡充・ＰＣＲセンターの設置支援により、
都内全域における検査体制を充実（今後46区市町村に拡大）

 新たな検査機器、試薬、抗原検査等の活用や積極的な設備整
備・人材育成の促進による検査能力増強 など

 発生状況に応じて病床を確保（最大4,000床）

 重篤・重症・中等症用病床のほか、診療機能に応じた感染症

入院重点医療機関（当初約20施設）、専用医療機関の整備

 軽症者等用の宿泊療養施設の確保

 医療機関における感染症対策人材の育成・確保

 ガイドラインや動画作成など院内等感染防止対策の強化

 医療物資の確保（マスク、アルコール消毒液・防護服）

迅速に検査を受けられる体制の充実

これまでの都の取組を検証し、
症状に応じた医療提供体制を整備

1918

 「患者情報管理センター」の設置

 都職員派遣による保健所の取組支
援、保健所・医療機関等との連携

 都と保健所の一体的な取組の推進による情報管理・患者支援
機能の強化

 接触確認アプリの活用等による接触状況の把握

 抗体検査による都民の感染状況の調査及び研究

患者情報の的確な把握・モニタリングの強化等

患者情報
・

感染状況

「第２波」に備えた検査・医療等の体制整備



迅速に検査を受けられる体制の充実

 検査を受ける必要がある人が必ず迅速に検査を受けられるよう体制を整備

 新型コロナ外来の拡充・ＰＣＲセンターの設置支援により、都内全域で検査体制を拡充

 新たな検査機器、試薬、抗原検査等の活用や積極的な設備整備・人材育成の促進による
検査能力の増強等

概 要

①検査受診場所

新型コロナ外来 ８０か所
ＰＣＲセンター １６か所

（１６区市）

都内全体での検査処理能力の向上

【これまで】

 新たな検査機器の導入支援
 大学等研究機関の活用

多様な検査手法の活用による検査時間
の短縮

 唾液によるＰＣＲ検査の導入
 抗原検査キットの導入

検査能力の拡充

検査機会の拡大

【これから】

 多摩地域での新型コロナ外来、
ＰＣＲセンターの設置促進

②検査処理能力

［実績］ 平均 約1,000件/日
最大 約1,800件/日

※最大処理能力 約3,100件/日

③検査手法

ＰＣＲ検査（鼻咽頭拭い、喀痰）

新型コロナ外来 １００か所
ＰＣＲセンター ３８か所

（４６区市町村）

都内全域で検査体制を拡充

最大処理能力 約10,000件／日を目指す

※４月末現在

※４月末現在



・都立公社病院を中心とした病床確保
・重点的に患者を受け入れる感染症入院重点
医療機関を指定
［重症度］重症・重篤、中等症等
［患者特性］認知症、小児・周産期、透析、

精神、神経難病等

【これまで】

患者の重症度や
特性に応じた
受入体制の強化

発生状況に
応じたレベル
設定の見直し

【これから】

・都立公社病院を中心に、
民間医療機関の協力を得て、
病床確保を着実に推進
3,300床確保（４月）

・軽症者等用の宿泊療養施設を確保・軽症者用の宿泊療養施設を
確保（５施設2,865室）

・中等症患者を中心に受け入れる感染症専用
医療機関を整備

 新型コロナ感染症の専門家等の協力を得て、感染状況・患者動向を把握・分析

 感染拡大の兆候等がある場合には、必要に応じ、「東京アラート」の発動前から、必要な医療
提供体制の準備に着手

 感染拡大の状況に応じた病床確保とともに、患者の重症度や特性に応じて確実に受入れ

概 要

・５段階で病床を確保
【Lv.1】 500床【Lv.4】3,000床
【Lv.2】1,150床【Lv.5】4,000床
【Lv.3】2,000床

医療提供体制の整備（①病床確保・運用）

感染拡大時に速やかに開設できるよう、複数の
事業者等と覚書を締結

・早期に病床を確保できるよう３段階に見直し
【Lv.1】1,000床（うち重症100床）
【Lv.2】3,000床（300床）
【Lv.3】4,000床（700床）



年度当初 約180万セット備蓄

約50万セット配布済み（４月末）

在庫約130万＋今後260万購入
年間390万セット確保

約1,300万枚配布済み（5月現在）

今後約9,300万枚確保

感染症対策人材の育成・確保 院内等感染防止対策の強化 医療物資の確保

・感染症専門医や認定看護師が
一般診療科の医療従事者に対
し感染症医療に関する指導・
支援等を実施

・必要に応じ、東京DMAT隊員
を派遣し、病院の状況を踏ま
えた助言・相談を実施

〇個人防護具（防護服、N95マス
ク等）を医療機関へ配布

〇サージカルマスクを購入し、寄
付や国供給分も含め医療機関へ
配布

〇今後の備蓄品について、必要
品目、数量を改めて検証・確保

・個人防護具着脱手順書・動画
等を活用した研修を実施

〇医療機関における感染症対応
の強化

〇東京DMATによる助言・相談

・東京DMATの協力のもと、
院内感染防止のための具体的
な対応策を盛り込んだ動画や
ガイドラインを作成・配布

〇動画等を活用した院内研修

医療提供体制の整備（②院内等感染防止対策）

・重症患者の診療にあたること
のできる医療従事者を養成

〇高度医療人材の育成

・看護協会と連携し、現場を離
れている看護師を迅速に確保
できる仕組みを構築
・現場実習など、現場復帰に必
要な訓練を実施

〇看護師の現場復帰の促進

 すべての医療機関における院内感染防止対策を徹底

 入手困難な医療物資を安定的に供給し、院内感染を防止

概 要



SOCIAL DISTANCE（距離を保とう）

■オンラインを活用し楽しもう

■公園は空いている時間、場所を

選ぼう

新型コロナウイルス感染症を乗り越えていくために、暮らしや働く場での感染拡大を
防止する習慣＝「新しい日常」を、一人ひとりが実践していきましょう。

手洗いの徹底・マスクの着用

■混んでいる時間帯を避けよう

■徒歩や、自転車を利用しよう
■少人数・短時間で済まそう

■レジで並ぶ時は間隔をあけよう

■通販やキャッシュレスを活用しよう

■お箸やお皿の共用を避ける、

座り方を工夫するなど、新しい

食事マナーを実践しよう

■テイクアウトやデリバリーを利用しよう

■テレワークや時差出勤を広げよう

■オンライン会議やはんこレスを進めよう

■ついたてや換気、消毒など、

職場に応じた工夫をしよう

ソーシャルディスタンス

買い物 娯楽・スポーツ等 公共交通機関

食事 働き方

暮らしや働き方の「新しい日常」

「３つの密」を避けて行動



事業者向け「東京都感染拡大防止ガイドライン」
～「新しい日常」の定着に向けて～

●事業を再開するに当たって、利用者・従業員を守るためには、感染防止対策が必要
●本ガイドラインは、施設を継続的に使用するための方向付けとなる

３. 施設環境整備

２. 従業員への対策

１. 商業施設等利用者への対策

入場時に
おける
対策

・日時指定予約や時間制来場者システム、完全予約
制の導入
・整理券やオンラインチケットの販売等による混雑
緩和
・マスクの着用（利用者に対する周知） 等

施設内に
おける
対策

・人と人との間隔確保（できるだけ２ｍ）
・複数の人の手が触れる場所や物品を適宜消毒 等

営業中に
おける
対策

・従業員のマスクの着用
・扇風機の外部へ向けての使用 等

休憩時等
における
対策

・一度に休憩する人数を減らし、対面で食事や会話
をしない
・共有する物品（テーブル、いす等）は、定期的に
消毒 等

従業員の
体調管理
等

・ユニフォームや衣服はこまめに洗濯
・事前の検温等の実施
・体調不良の場合は必ず休養 等

レジ・
窓口等

・レジ・窓口等の対面する場所にアクリル板、
透明ビニールカーテンなどで遮蔽
・チケットレス、キャッシュレス導入による入場時
の接触回避 等

トイレ
・適時、拭き上げ消毒
・できるだけペーパータオルを設置 等

ごみの
廃棄

・鼻水、唾液などが付いたごみは、ビニール袋に
入れて密閉して縛る

・ごみを回収する人は、マスクや手袋を着用 等

清掃・
消毒

・タッチパネル、ベンチ、エレベーターのボタン
等、不特定多数が触れる場所の清掃・消毒 等

５. 各施設別のガイドライン

各施設
・２０の業界別の感染拡大防止例
・各業界団体作成ガイドラインの周知徹底 等

４. 感染者発生時に向けた対応

迅速な
把握と
情報管理

・顧客リストやアプリケーションの活用などによる
来場者の把握 等



「新しい日常」の定着に向けた多面的なサポートを推進

都民・事業者のセーフティネットの充実、感染症防止と経済社会活動との両立、
社会構造の変革などの取組を通じて、「新しい日常」が定着した社会を構築していく

・中小企業への制度融資支援

・生活福祉資金（緊急小口資金、
総合支援資金の特例貸付）

・一時住宅による居住支援

・緊急就業相談ダイヤル・窓口設置

・第二の就職氷河期を生まないため
の先手の施策

・不安や悩みを抱える子供やひとり
親家庭へのサポートの充実

社会構造の変革
感染症防止と経済社会活動

との両立
セーフティネットの充実

・先進的なテレワーク環境整備に
よる働き方改革の促進

・オンラインによる一貫した就業
支援システムの構築

・オンライン教育の充実による
途切れのない学びの確保

・都の行政手続をデジタル化し、
デジタルガバメントを推進

・デジタルトランスフォーメー
ションの加速化

「新しい日常」が定着した社会を構築

など などなど

・感染拡大防止に資する新事業
分野へのビジネス展開支援
（例 夏でも快適なマスクや非接触型の
新商品などの販路開拓等）

・非接触型サービスの導入等、
新しい生活様式に対応した
業態転換の支援

・事業者によるガイドライン等に
基づく対策の実行支援

・高齢者や障害者等の見守り
サービスの充実



１都３県による連携

緊急事態は継続中

みんなで守ろう

「いのちと暮らし」

感染予防を改めて徹底しましょう

・外出の自粛

・お互いに２ｍの距離を確保

・手洗い・咳エチケットなどの取組

次なる感染拡大の波に備えて

我々は連携を更に深めて全力で

・みんなの「いのちと暮らし」を守ります

・一歩進んだ新しい社会を実現します

STAY HOME

SOCIAL DISTANCE

１都３県共同メッセージ

水際対策の強化に関する国要望

・入国管理・検疫体制の強化

・接触追跡システムの構築等による

感染経路の把握



 

 

 

事業者向け 

東京都感染拡大防止ガイドライン 

～「新しい日常」の定着に向けて～ 
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１ はじめに 

 東京都（以下「都」という。）は、新型コロナウイルス感染症の感

染拡大防止を図るため、都民や事業者の皆様方の協力のもと、外出

自粛や施設に対する休業の要請等を行うことなどを通じて、感染拡

大の防止に取り組んできました。 

こうした中、「感染症防止と経済社会活動の両立を図ること」、「新

しい日常」の定着を目的として、都は、新型コロナウイルス感染症

を乗り越えるためのロードマップを策定しました。 

このロードマップでは、適切なモニタリング等を通じて、感染状

況をコントロールした上で段階的な緩和を進め、慎重にステップを

踏み、施設の休業要請の緩和等を実施していきます。 

そのうえで、第２波も予想される新型コロナウイルスとの⾧期に

渡る戦いを見据え、感染拡大を防止するための、働く場での「新し

い日常」が定着した社会の構築を目指していきます。 

事業者の皆様においては、事業を再開するに当たり、皆様の事業

やお客様、従業員を守るためにも、引き続き、新型コロナウイルス

感染症の拡大防止に向けた対策の徹底が必要です。 

本ガイドラインは、新型コロナウイルス感染予防対策を行う際の

基本的な取組について整理したものであり、各業界団体作成のガイ

ドラインと共に参考にしていただき、事業者の皆様方が創意工夫を

図り感染予防に向けた対策に取り組むようお願いします。 
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２ 各業種に共通する感染拡大防止の主な取組例 

 
（１） 利用者向け対策 

 

〇入場時等における対策 

  ・入場者の列は間隔（できるだけ２ｍ）を空ける。このための
従業員による行列の整理、立ち位置の目印を付すなど、入場
整理を行うことで混雑を防ぐ 

  ・入場者にマスク着用の徹底などの周知を図る（マスクを着用
していない方に対してはマスクの配布などに努める） 

  ・非接触型機器などを活用し入場者を検温し、発熱者に対して
は入場を制限する 

  ・施設の規模に応じて入場者数や滞在時間の制限を設ける（と
りわけ屋内施設については、３密（密閉、密集、密接）にな
らないよう入場者数の制限に十分留意する） 

  ・入場口や施設内各所に消毒備品等を設置し、入場者の手洗い
や手指消毒、靴底消毒の徹底を図る 

  ・ＩＣＴシステム等を活用し、整理券やオンラインチケットの
販売、来場時の日時指定予約、時間制来場者システムや完全
予約制の導入等による混雑の緩和を図る 

 

〇施設内における対策 

  ・施設内における座席や利用場所の配置を工夫するなど、人と
人との間隔（できるだけ２ｍ）を確保する 

 ・利用者に対し、手洗い・消毒の慣行に加え、大声の会話を慎
むよう適宜アナウンスする 

  ・複数の人が使用する場所（トイレなど）、手や口が触れるよう
なもの（商品やコップ類など）をこまめに消毒・洗浄する 

  ・利用者や来場者等に対する紙やチラシ類、販促品などの物の 
配布は手渡しで行うことは中止し、机等に設置するなど、据
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え置き方式で行う 

  ・喫煙スペースがある場合は、３密（密閉、密集、密接）にな
らないよう利用者数の制限を設け、利用者に対して周知徹底
を図る 

 

（２） 従業員向け対策 

 

〇従業員の体調管理等 

  ・従業員が使用する制服や衣服は、こまめに洗濯する 

 ・従業員に対し、出勤前の検温や新型コロナウイルス感染症を
疑われる症状の有無を確認させ、毎日の報告を徹底する 

 ・体調不良の場合は、休養を促し、勤務中に体調不良となった場
合には、直ちに帰宅させ自宅待機とする 

 

 〇営業中における対策 

  ・従業員に対して、勤務中のマスク着用を促すとともに、各所
に消毒備品等を設置し、手洗いや手指消毒を徹底させる 

  ・従業員間で、できるだけ２ｍの距離を保てるよう、人員配置
に配慮する 

  ・扉や窓などを開けたうえで、扇風機やサーキュレーター等を
外部に向けて使用するなど、建物や施設内の定期的な換気を
行う 

 

 〇更衣室・休憩時等における対策 

・更衣室・休憩室の規模に相応しい人数以上の入室を制限し、休
憩する際も対面での食事や会話をしないよう徹底する 

・特に、屋内の休憩スペースについては、座席間のスペースを十
分にとり、できる限り常時換気を行う 
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・従業員同士が共有する物品や、手が頻繁に触れる場所をなるべ
く減らし、共有を避けることが難しい物品等（テーブル、椅子
等）は、定期的に消毒する 

・従業員は、更衣室・休憩室に入退室する前後の手洗い・消毒を徹
底する 

  
（３） 施設環境整備 

 
〇レジ・窓口等 

  ・レジや窓口など人と人の対面が想定される場所に、アクリル
板や透明ビニールカーテンなどを設置し遮蔽する 

  ・レジ前など利用者の列が想定される場合には、立ち位置の目
印を付すなど行列の整理を行うことで混雑を防ぐ 

  ・チケットレス、キャッシュレスなど、非接触によるやり取り
が可能な手法をできる限り導入し接触機会を回避する 

 

 〇トイレ 

  ・適時、手袋・マスク着用の上、定期的に拭き上げ消毒を行う 

  ・ハンドドライヤー利用や共用タオルの使用は中止し、できる
限り、ペーパータオルを設置する 

  ・個室ではない便器（男性用小便器など）の利用に当たって
は、一つおきに使用するよう、利用者に対して周知を図る 

 

〇ごみの廃棄 

・鼻水、唾液などが付いたマスク等のごみは、ビニール袋に入れ
て紐を縛るなど密閉した上で捨てるよう表示する 

・ごみを回収する従業員は、収集の際に手袋・マスクを着用する
とともに、手袋・マスクを脱いだ後は、必ず石けんと流水で手
を洗ったうえで、手指消毒を徹底する 
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〇清掃・消毒 

・不特定多数の人が触れる場所・器具等（ドアノブ、タッチパネ
ル、ベンチ、エレベーターのボタン等）は、それぞれの器具類
にあう消毒液等を用いてこまめに清掃・消毒を行う 

 

（４） 感染者発生時に向けた対応 
 

  ・万が一、感染者や感染の疑いがある者が発生した場合に速や
かに対応できるよう、所轄の保健所との連絡体制を事前に整
える 

  ・濃厚接触者や施設来場者等に対して、後日連絡や情報提供で
きるよう、氏名・連絡先（電話番号・メールアドレス）等に
ついて、既存の顧客リストの利用やアプリケーションなどの
ＩＣＴ技術を活用するなどの方策を講じ、来場者の把握に努
める 

  ・入手した個人情報については、目的外の使用を行わないこと
や一定期間経過後に削除することを徹底する 
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３ 施設の特性に応じた感染拡大防止の主な取組例 
（１）観覧場、演芸場 

□ 飛沫感染対策として、前方席の使用を控えるなど、演者と客
席の間隔を確保する 

□ 入場時に際しては、来場者が自分で半券を切って箱に入れ、
職員が目視で確認するなど、入場時のチケットもぎりの簡略
化を図る 

□ 余裕を持った入退場時間を設定し、ゾーンごとによる時間差
での入退場等が行えるよう工夫する 

□ 出演者の入待ち、出待ちは厳に慎むよう周知徹底する 

□ 来場者と接触するような演出（声援を惹起する、ステージに
上げる、ハイタッチをする等）は行わないようにする 

※「公益社団法人全国公立文化施設協会ガイドライン」を参照 

       https://www.zenkoubun.jp/info/2020/pdf/0514covid_19.pdf 

 

 

 

（２）映画館 

□ 前後左右を空けた席配置とすることや、観客同士の距離を置
くなどの措置を講じることで、座席の間隔を十分に確保する 

□ 上映前後に人が滞留しないよう、段階的な入退場を行うなど
の出入りの運用について工夫を行う 

□ 上映に際しては、スクリーンを活用して来場者に対する感染
防止策等の周知を行う 

  ※「全国興行生活衛生同業組合連合会ガイドライン」を参照 

https://www.zenkoren.or.jp/news-pdf/0514_COVID-19_guideline.pdf 
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（３）博物館、美術館 

□ 展示配置の工夫や一方通行の設定により、人と人との十分な
距離を確保する 

□ オーディオガイド、ベビーカー、車椅子等の貸出しに当たっ
ては、十分な消毒を行う 

□ 特定の展示作品の前に、床に目印を付すなど、大量の人が滞
留しないように工夫する 

□ 直接手で触れることができる展示物は展示しないことを原則
とし、止むを得ない場合は職員が管理して消毒を徹底する 

   ※「公益財団法人日本博物館協会ガイドライン」を参照 

    https://www.j-muse.or.jp/02program/pdf/coronaguide0000.pdf 

 

 

 

（４）図書館 

□ オンライン予約による貸出しや郵送による資料の配送など、
希望する者が資料を利用できる工夫をする 

□ 新聞・雑誌の配置の工夫や一方通行の設定により、人と人と
の十分な距離を確保する 

□ 書架等で閲覧した資料を直接書架に戻さず、返却台に置くよ
う求めるなどの注意喚起を行う 

□ 障がい者等への読書支援機器等の貸出しに当たっては、十分
な消毒を行う 

   ※「公益社団法人日本図書館協会ガイドライン」を参照 

http://www.jla.or.jp/home/news_list/tabid/83/Default.aspx?itemid=5307 
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（５）水族館 

□ 展示室の入口等に行列が生じる場合、できるだけ２ｍの間隔
を空けた整列を促すなど、人が密集しないよう工夫を行う 

□ 直接手で触れることができる展示物は展示しないことを原則
としたうえで、展示ケースのガラス面など来場者が多く接触
する場所については、定期的に消毒を行う 

□ 来場者に人気のある展示コーナーについては、来場者がケー
スに触れる機会を減らすためのパーテーション等の設置や床
に目印を付すなど、大量の人が滞留しないように工夫する 
 

※「公益社団法人日本動物園水族館協会ガイドライン」を参照 
https://www.jaza.jp/storage/jaza-news/87oxTZhUgw3uam58DgSHpCaesUO54VknR8zRHmoj.pdf 

 

 

 

 

（６）ホテル宴会場 

□ 着席スタイルの飲食提供については、テーブルとテーブルの
間隔、着席数等を工夫した運用を行う 

□ ビュッフェスタイルの飲食提供については、蓋でカバーし、
スタッフが取り分けて提供するなど、衛生管理を徹底する 

□ 来場者に対して、お酌や盃の回し飲みは控えるよう注意喚起
を行う 

  ※「一般社団法人日本ホテル協会ガイドライン」を参照   

https://www.j-hotel.or.jp/uploads/jhotel-admin/3729ece1a25771a8e66bb4b8bad8c239-1.pdf 
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（７）エステティックサロン 

□ 来店者同士が近距離になりすぎないよう予約を調整し、また
接客も最少人数のスタッフにより対応する 

□ スタッフルーム等の店舗内で、スタッフ間のフィジカル・デ
ィスタンス（ソーシャル・ディスタンス）を保つことが可能
な程度の人員にてサロン運営を行う 

□ サロン内は、来店者の肌に直接触れる様々な器具や用具をで
きる限り使い捨てのものに変更する（難しい場合は消毒を徹
底する） 

□ エステティシャンなど施術スタッフはマスクに加え眼鏡・ゴ
ーグルやフェイスガード、手袋などを装着する 

※「特定非営利活動法人日本エステティック機構、一般社団法人日本エス

テティック振興協議会ガイドライン」を参照        

http://esthe-npo.lekumo.biz/blog/files/_3_0_202015031518.pdf 

 

 

 

 

（８）DVD 等レンタル店 

□ レンタル用商品やカゴ、扉の取っ手など、顧客や従業員が手
を触れることが多い箇所・機材等は定期的に消毒を行う 

□ 商品の陳列等を工夫するとともに、床に目印を付すなど、局
所的な混雑緩和や接触機会を減らし大量の人が滞留しないよ
うに工夫する  

□ あらかじめレンタル作品を決めた上で来店する等、来店者に
対して店内滞在時間短縮化を心がけるよう周知徹底する 
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※「日本コンパクトディスク・ビデオレンタル商業組合ガイドライン」を

参照

http://www.cdvnet.jp/modules/information/index.php/pdf/20200514_guideline.pdf 

 

 

 

 

 

（９）旅行代理店 

□ 電話やメールでの旅行相談、オンラインによる旅行申し込   
みなどを利用者に促すとともに、後日発券のクーポン等は、
電磁的方法による手交、または郵送等を活用するなど、非来
店での旅行取引に努める 

□ 感染状況等により旅行の安全かつ円滑な実施・継続が困難と
なった場合や、その可能性が大きい場合には、旅行の実施の
是非を検討するよう、旅行者（団体責任者）に助言する 

□ 店舗における旅行販売・相談等、顧客と近接して会話するこ
とが必要な業務についても、デジタルパンフレットによる事
前案内、来店を要する旅行契約手続き等の簡素化など、顧客
との直接的な接触機会を極力低減するよう業務の見直しを行
う 

※「一般社団法人日本旅行業協会（JATA、一般社団法人全国旅行業協会

（ANTA）ガイドライン」を参照            

https://www.jata-net.or.jp/virus/pdf/2020_newviruscrrspndncguideline.pdf 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



11 

 

（10）百貨店等 

□ エレベーターの利用が混雑しないよう利用人数の制限を行う
とともに、高齢者、妊婦、障がい者が優先的に利用できるよ
う来場者に対して周知する 

□ エスカレーターの利用においては、来場者が適切な対人距離
を確保できるよう、定期的にアナウンスを行う 

□ キャッシュレス決済を行わない来場者に対しては、レジにお
いてコイントレイでの現金受渡を励行する 

□ 化粧品等のカウンセリング時には、顧客との真正面での立ち
位置を避け、適切な接客時間に留意する 

□ 混雑につながるような販売促進策を自粛するとともに、店舗
が混雑する時間帯に関する情報を周知しオフピークタイムで
の来店を呼びかける 

□ 混雑が予想される店舗や売場などへは、１グループ１人又は
少人数で入場させるなど運用上の工夫を行う 

   ※「オール日本スーパーマーケット協会等ガイドライン」を参照  

http://www.ajs.gr.jp/upimages/pdf/526_1.pdf 

 

 

 

 
 
（11）体育館、水泳場 

□ 更衣室、休憩室、シャワールーム等の利用に当たっては、ゆ
とりを持たせ、他の参加者と密となることを避ける運用を行
う 

□ 更衣室、休憩室、シャワールーム等の利用に当たって、ゆと
りを持たせることが難しい場合は、入室人数制限等の措置を
講じる 

□ 更衣後の衣服やタオル等は、密閉できる容器等に入れ、他人
に触れないように管理し持ち帰ることを周知徹底する 
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※「公益財団法人日本スポーツ協会、公益財団法人日本障がい者スポー

ツ協会ガイドライン」を参照 

https://www.japan-sports.or.jp/news/tabid92.html?itemid=4158 

 

 

 

※スポーツジムについては、感染防止対策を講じたか否かに
かかわらず、当分の間、休業要請の対象になる。 

 

（12）パチンコ 

□ 利用者の入れ替えのタイミングを利用し、遊技機のハンド
ル・レバー・ボタン等の消毒を行う 

□ BGM や機械の効果音等を最小限のものとしたうえで、利用者
間で会話を行わないよう注意喚起を行う 

□ 人と人とが対面する景品カウンターに透明ビニールシートな
どを設置するとともに、カウンター接客時は手袋を着用する 

□ 通路等で立ち見がないように呼びかけを行うとともに、遊技
客数が増え密集の恐れがある場合は、入場制限を行う 

□ 遊技客同士が間隔（２メートル程度）をとれるよう、少なくと
も１台おきに稼働させるなど、稼働台数の制限などを行う 

□ カウンター前にある端玉景品の陳列を変更し、遊技客が景品に
手を触れないように工夫する 

※「全日本遊技事業協同組合連合会」を参照 

http://www.zennichiyuren.or.jp/content/files/2020/covid19_guideline.pdf 
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（13）ゲームセンター 

□ 遊技機操作レバー、プッシュボタン、両替・券売機など高頻
度に接触する部分については、利用者の入れ替え等のタイミ
ングを利用し定期的な消毒を行う 

□ 遊技機の座席間隔を設け、遊技機１台おきに稼働させるなど
物理的に間引くとともに、アクリル板や透明ビニールシート
など遮蔽パネルを設置する 

□ 遊技機を低音量に設定し、利用者が大声で会話を行わないよ
う注意喚起を行う 

※「一般社団法人日本アミューズメント産業協会ガイドライン」を参照 

https://jaia.jp/wp-content/uploads/2020/05/ガイドライン PDF.pdf 

 

 

 

（14）マージャン店 

□ マージャン卓・マージャン牌・点棒等などの高頻度の接触が
見込まれる道具は、利用者の入れ替えのタイミング等の機会
を利用し、定期的に消毒を行う 

□ 遊技に際し、椅子を後ろに下げるなどして、対人距離を可能
な限り２ｍ程度保つなどの工夫を行う（対人距離を確保でき
ないことが見込まれる場合は、アクリル板や透明ビニールカ
ーテン等を設置するなどの工夫を行う） 

□ 遊技者用にマージャン卓１台当たり２個程度の消毒液をサイ
ドテーブル等に配置する 

※「全国麻雀業組合総連合会ガイドライン」を参照 

https://zenjanren.com/pdf/guide_20200514.pdf 
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（15）ネットカフェ、漫画喫茶 

□ 雑誌、DVD 等の配置の工夫や一方通行の設定により、人と人
との十分な距離を確保する 

□ 本棚等で閲覧した書籍等を直接本棚に戻さず、返却台に置く
よう求めるなどの注意喚起を行う 

□ 書籍・雑誌等の立ち読みについて、自粛の呼びかけを行う 

  ※「日本書店商業組合連合会ガイドライン」を参照 

http://www.n-shoten.jp/images/coronavirusguide.pdf 

 

 

          
 
 
（16）学習塾 

□ 教室等における塾生同士及び講師との間隔を１～２ｍ確保す
る 

□ 四方を空けた席配置など、塾生同士の接触を少なくするよう
工夫する 

□ 必要に応じて講師に対するフェイスシールドの装着や、ビニ
ールカーテン等を設置する 

   ※「公益社団法人全国学習塾協会ガイドライン」を参照 

https://jja.or.jp/wp-content/uploads/2020/05/guidelinever.3.pdf 
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（17）自動車教習所 

□ 送迎車両への乗車を予約制にするなど、乗車人数を管理する 

□ 車内教習時には、乗車人数を最低限に抑え密集を回避すると
ともに、車両窓を複数カ所大きく開けて車内を常時換気する 

□ 教習を行った都度、ハンドル、シフトレバー、ドアノブな
ど、教習生が触れた個所を中心に消毒する 

□ 高齢者講習時の実車指導に際しては、車外からの観察の方法
によるなど、車両内が密とならないようにする 

※「一般社団法人全日本指定自動車教習所協会連合会ガイドライン」を

参照 

http://www.zensiren.or.jp/zenwp/wp-content/uploads/2020/05/65f7cdaa8e74aa7914d5d56a5b204eb1.pdf  

 

 

 
 
 
 
 
 
（18）レストラン、料理店等 

□ 大皿での提供は避けて、料理は個々に提供する、従業員等が
取り分けるなどの工夫を行う 

□ 会計時の混雑を避けるためテーブルでの会計を行う 

□ テレビを設置している店舗では、飲食時における上映の休止
を行い、来店客の滞在時間を短縮するよう工夫する 

□ ビュッフェスタイルの飲食提供については、蓋でカバーし、
スタッフが取り分けて提供など、衛生管理を徹底する 

□ レジと来店客の間や、テーブル上にアクリル板等の仕切りを
設置するとともに、他グループとの相席は避けるようにする 

□ カウンターやテーブルサービスで注文を受けるときは、来店
客の正面に立たないよう側面に立つなど、可能な範囲で間隔
を保つようにする 
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□ テイクアウト客と店内飲食客の動線を区別するとともに、デ
リバリー担当の配達員と来店客が接触しないよう、可能であ
ればデリバリー専用カウンターを設けるなど、両者の動線が
重ならないように工夫する 

□ 配達する料理の容器は、配達員が直に触れないよう袋等に入
れ、配達に使用する運搬ボックス等は使用の都度、消毒する 

   ※「一般社団法人日本フードサービス協会、一般社団法人全国生活衛生

同業組合中央会ガイドライン」を参照 

https://www.maff.go.jp/j/saigai/n_coronavirus/attach/pdf/ncv_guideline-29.pdf 

 

 

 

 

 

 

 

（19）居酒屋 

□ 大皿での提供は避けて、料理は個々に提供する、従業員等が
取り分けるなどの工夫を行う 

□ 来場者に対して、グラスやお猪口の回し飲みは控えるよう注
意喚起を行う 

□ 会計時の混雑を避けるためテーブルでの会計を行う 

□ レジと来店客の間や、テーブル上にアクリル板等の仕切りを
設置するとともに、他グループとの相席は避けるようにする 

※「一般社団法人日本フードサービス協会、一般社団法人全国生活衛生

同業組合中央会ガイドライン」を参照 

https://www.maff.go.jp/j/saigai/n_coronavirus/attach/pdf/ncv_guideline-29.pdf 
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（20）イベント 

□ イベントを主催する場合は、観客同士が密な状態とならない
よう、あらかじめ観客席の数を減らすなどの対応を行う 

□ 来場者の募集に際しては、来場者に対して大声での発声や歌
唱、声援を行わないなど、来場者が順守すべき事項をあらか
じめ明示する 

□ 来場者が順守すべき事項は、イベント受付など会場の至る場
所に掲示等を行うとともに、イベントの合間等を活用し定期
的なアナウンスを行うなどの取組を講じる 

※「公益財団法人日本スポーツ協会、公益財団法人日本障がい者スポーツ

協会ガイドライン」を参照 

https://www.japan-sports.or.jp/Portals/0/jspo/guideline.pdf 

 

 

 



 

新型コロナウイルス感染症対策本部（第 36回） 

 

日時：令和 2年 5月 25日（月） 

19時 15分～19時 30分 

場所：官邸４階  大会議室  

 

 

議 事 次 第 

 

１．開 会 

 

 

２．議 事 

（１）新型コロナウイルス感染症への対応について 

 

 

３．閉 会 
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新型コロナウィルスに関連した
感染症の現状と対策

令和２年５月２５日（月）

厚生労働省

資料１



1

中国 香港 マカオ 日本 韓国 台湾
シンガポー

ル
ネパール タイ ベトナム マレーシア 豪州 米国 カナダ

感染者数 82,974 1,066 45 16,581 11,190 441 31,068 584 3,040 324 7,185 7,095 1,622,447 82,881

死亡者数 4,634 4 830 266 7 23 3 56 115 101 97,087 6,277

フランス ドイツ カンボジア スリランカ
アラブ首長

国連邦

フィンラン

ド
フィリピン インド イタリア 英国 ロシア

スウェーデ

ン
スペイン ベルギー

感染者数 144,806 179,986 124 1,089 28,704 6,568 13,777 125,101 229,327 257,154 335,404 33,188 235,290 56,810

死亡者数 28,332 8,261 9 241 306 863 3,720 32,735 36,675 3,383 3,992 28,678 9,237

エジプト イラン イスラエル レバノン クウェート バーレーン オマーン
アフガニス

タン
イラク

アルジェリ

ア

オーストリ

ア
スイス クロアチア ブラジル

感染者数 16,513 133,521 16,712 1,097 20,464 8,802 7,257 9,998 4,272 8,113 16,486 30,643 2,243 347,398

死亡者数 707 7,359 279 26 138 12 34 211 147 582 635 1,640 99 22,013

ジョージア パキスタン
北マケドニ

ア
ギリシア ノルウェー ルーマニア デンマーク エストニア オランダ サンマリノ リトアニア

ナイジェリ

ア

アイスラン

ド

アゼルバイ

ジャン

感染者数 728 52,437 1,941 2,876 8,346 17,857 11,487 1,821 45,064 665 1,616 7,526 1,804 3,982

死亡者数 12 1,101 112 169 235 1,159 561 64 5,811 41 61 221 10 46

ベラルーシ
ニュージー

ランド
メキシコ カタール

ルクセンブ

ルク
モナコ エクアドル

アイルラン

ド
チェコ アルメニア

ドミニカ共

和国

インドネシ

ア
アンドラ ポルトガル

感染者数 35,244 1,504 62,527 42,213 3,990 98 36,258 24,582 8,890 6,302 14,422 21,745 762 30,471

死亡者数 190 21 6,989 21 109 1 3,096 1,592 312 77 456 1,326 51 1,289



ラトビア セネガル
サウジアラ

ビア
ヨルダン

アルゼンチ

ン
チリ ウクライナ モロッコ チュニジア ハンガリー

リヒテン

シュタイン
ポーランド スロベニア パレスチナ

感染者数 1,046 2,976 70,161 704 11,353 65,393 20,580 7,406 1,048 3,713 82 20,931 1,468 423

死亡者数 22 33 379 9 419 673 605 197 47 482 1 982 106 4

 

ボスニア・ヘ

ルツェゴビナ
南アフリカ

ジブラルタ

ル（英領）
ブータン カメルーン トーゴ セルビア スロバキア バチカン コロンビア ペルー コスタリカ マルタ パラグアイ

感染者数 2,391 21,343 151 24 4,400 373 11,092 1,504 12 20,177 115,754 918 609 850

死亡者数 140 397 159 12 237 28 652 3,373 10 6 11

バングラデ

シュ
モルドバ ブルガリア モルディブ ブルネイ キプロス アルバニア

ブルキナ

ファソ

チャンネル

諸島（英王

室属領）

モンゴル パナマ ボリビア
ホンジュラ

ス

コンゴ民主

共和国

感染者数 32,078 6,994 2,408 1,313 141 927 989 814 1 141 10,577 5,579 3,477 2,025

死亡者数 432 238 126 4 1 17 31 52 291 215 156 62

ジャマイカ トルコ
コートジボ

ワール
ガイアナ

ガーンジー

（英領）

ジャージー

（英領）

ケイマン諸

島（英領）
キューバ

トリニダー

ド・トバゴ
スーダン ギニア エチオピア ケニア グアテマラ

感染者数 544 155,686 2,366 127 252 306 121 1,931 116 3,378 3,176 494 1,192 2,743

死亡者数 9 4,308 29 10 13 29 1 81 8 137 19 5 50 48

ベネズエラ ガボン ガーナ

アンティグ

ア・バー

ブーダ

カザフスタ

ン
ウルグアイ アルバ ナミビア セーシェル

セントルシ

ア
ルワンダ

エスワティ

ニ
キュラソー スリナム

感染者数 944 1,934 6,617 25 7,919 764 101 20 11 18 325 238 16 11

死亡者数 10 12 31 3 35 20 3 2 1 1
2



3

モーリタニ

ア
コソボ

コンゴ共和

国

セントビンセン

ト及びクレナ

ディーン諸島

中央アフリ

カ

ウズベキス

タン
赤道ギニア リベリア タンザニア ソマリア ベナン バハマ

モンテネグ

ロ
バルバドス

感染者数 227 1,025 487 18 552 3,115 960 255 509 1,594 135 100 324 92

死亡者数 5 29 16 13 11 24 21 61 3 11 9 7

キルギス ザンビア ジブチ ガンビア
モーリシャ

ス
フィジー

エルサルバ

ドル
チャド ニカラグア

モントセラト

（英領）

マダガスカ

ル
ハイチ アンゴラ ニジェール

感染者数 1,365 920 2,270 25 332 18 1,819 648 279 11 488 812 61 943

死亡者数 14 7 10 1 10 33 59 17 1 2 25 3 60

パプアニュー

ギニア
ジンバブエ

カーボベル

デ
エリトリア

東ティモー

ル

マン島（英王

室属領）
ウガンダ

ニューカレ

ドニア
シリア

モザンビー

ク
グレナダ ベリーズ

バミューダ

（英領）
ミャンマー

感染者数 8 56 371 39 24 336 198 18 70 168 22 18 125 201

死亡者数 4 3 24 4 2 9 6

ドミニカ国 ラオス

タークス・カ

イコス諸島

（英領）

ギニアビサ

ウ
マリ

セントクリスト

ファー・ネービ

ス

リビア
アンギラ

（英領）

バージン諸

島（英領）

シエラレオ

ネ
ブルンジ ボツワナ マラウイ

ボネール、シン

ト・ユースタ

ティウス及びサ

バ

感染者数 16 19 12 1,114 1,015 15 75 3 8 621 42 29 82 6

死亡者数 1 6 62 3 1 38 1 1 3

フォークラン

ド諸島（英

領）

西サハラ
南スーダン

共和国

サントメ・

プリンシペ

イエメン共

和国

タジキスタ

ン共和国
コモロ連合 レソト王国 その他 計

感染者数 13 6 655 251 212 2,738 78 2 712 5,259,409

死亡者数 5 8 34 44 1 13 341,049

※



新型コロナウイルス感染症の発生状況
※令和２年５月2４日24時時点【国内事例】 括弧内は前日比

【上陸前事例】括弧内は前日比

PCR検査陽性者
※【 】は無症状病原体保有者数

退院等している者 人工呼吸器又は集中治療室
に入院している者 ※４

死亡者

クルーズ船事例
（水際対策で確認）
（3,711人）※１

712※２
【331】

653※３ １(-3) 13※５

※１ 那覇港出港時点の人数。うち日本国籍の者1,341人
※２ 船会社の医療スタッフとして途中乗船し、PCR陽性となった1名は含めず、チャーター便で帰国した40名を含む。国内事例同様入院後に有症状となった者は無症状病原

体保有者数から除いている。
※３ 退院等している者653名のうち有症状358名、無症状295名。チャーター便で帰国した者を除く。
※４ 36(+3)名が重症から軽～中等症へ改善(うち30 名は退院)
※５ この他にチャーター便で帰国後、3月1日に死亡したとオーストラリア政府が発表した１名がいる。

PCR検査
実施人数(※3)

PCR検査
陽性者数

入院治療等を要する者 退院又は療養解除と
なった者の数

死亡者数 確認中(※4)

うち重症者

国内事例(※1)
（チャーター便帰国
者を除く）

230,562 16,404 2,111 165 13,446 830 20 

(+893) (+40) (-19) (-3) (+50) (+10) (-11)

空港検疫
41,297 162 

(+2)
10

(-147)
0 

151
(+149）

0 1 
(+594)

チャーター便
帰国者事例

829 15 0 0 15 0 0

合計
272,688 16,581 2,121 165 13,612 830 21 

(+1,487) (+42) (-166) (-3) (+199) (+10) (-11)

※2

※2

※1

※2
※3

※4

チャーター便を除く国内事例については、令和2年5月8日公表分から、データソースを従来の厚生労働省が把握した個票を積み上げたものから、各自治体がウェブサイトで公表している
数等を積み上げたものに変更した。
新規陽性者数は、各自治体がプレスリリースしている個別の事例数（再陽性例を含む）を積み上げて算出したものであり、前日の総数からの増減とは異なる場合がある。
一部自治体については件数を計上しているため、実際の人数より過大となっている。件数ベースでウェブ掲載している自治体については、前日比の算出にあたって件数ベースの差分とし
ている。前日の検査実施人数が確認できない自治体については、最終公表日との差分を計上している。
PCR検査陽性者数から入院治療等を要する者の数、退院又は療養解除となった者の数、死亡者の数を減じて厚生労働省において算出したもの。なお、療養解除後に再入院した者を陽
性者数として改めて計上していない県があるため、合計は一致しない。
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都道府県別新規陽性者数（報告日別）（空港検疫、チャーター便、クルーズ船案件を除く）

5月11日から
5月17日まで

5月18日から
5月24日まで

全 国 45 84 54 100 51 57 27 32 31 37 43 30 29 40 660 418 242 16,404

北 海 道 12 13 4 6 10 7 8 1 3 1 5 6 9 15 100 60 40 1,039
埼 玉 2 1 4 4 2 5 4 3 0 5 1 2 2 0 35 22 13 999
千 葉 3 3 2 0 2 8 0 2 0 1 3 1 0 0 25 18 7 904
東 京 15 28 10 30 9 14 5 10 5 5 11 3 2 14 161 111 50 5,152
神 奈 川 7 15 10 32 16 12 5 8 8 18 13 7 5 5 161 97 64 1,322

青 森 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27
岩 手 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
宮 城 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 88
秋 田 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16
山 形 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 69
福 島 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 81
茨 城 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 168
栃 木 0 1 0 1 2 0 0 1 1 2 0 0 0 0 8 4 4 64
群 馬 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 2 0 2 149
新 潟 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 83
富 山 0 1 0 2 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 6 4 2 227
石 川 2 3 1 0 1 1 1 0 3 0 2 2 1 0 17 9 8 295
福 井 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 122
山 梨 0 1 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 4 1 3 60
長 野 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 76
岐 阜 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 150
静 岡 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 2 0 2 75
愛 知 1 1 1 2 1 2 0 0 0 0 0 0 1 0 9 8 1 506
三 重 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45
滋 賀 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 1 0 4 2 2 100
京 都 0 4 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 6 0 358
大 阪 1 10 12 3 3 4 0 2 6 3 4 4 1 0 53 33 20 1,781
兵 庫 1 0 3 1 1 1 1 0 0 0 2 0 1 0 11 8 3 699
奈 良 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 91
和 歌 山 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 63
鳥 取 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
島 根 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24
岡 山 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 25
広 島 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 2 1 1 167
山 口 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 37
徳 島 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
香 川 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28
愛 媛 0 0 3 17 2 0 1 2 1 0 1 3 1 1 32 23 9 80
高 知 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 74
福 岡 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 4 4 12 4 8 662
佐 賀 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 47
長 崎 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17
熊 本 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 48
大 分 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60
宮 崎 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17
鹿 児 島 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10
沖 縄 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 3 0 3 142

長 崎 船 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 149

5月11日 5月12日 5月13日
全期間の
合計

直近２週間の合計

報告日 5月14日 5月15日 5月21日 5月22日 5月23日 5月24日5月16日 5月17日 5月18日 5月19日 5月20日

その他

※１ 過去分の報告があった県については、報告日別に過去に遡って計上した

※２ その他は、長崎県のクルーズ船における陽性者数
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帰国者・接触者相談センター 帰国者・接触者外来等 （参考）一般電話相談窓口

設
置
目
安

各保健所への設置を目安

※保健所件数：472件（H31.4.1）

二次医療圏に１カ所以上

※二次医療圏数 ：335（H30.4.1）

なし

※一般電話相談窓口は医療機関の紹介を
行わないため、地域ごとに設置する必
要がなく、各自治体が必要な回線数を
設置できていればよい。

設
置
件
数

47都道府県、534施設で設置

※2/12に全都道府県での設置を確認、
前日比±0施設

47都道府県、1,616施設で設置
※2/13に全都道府県での設置を確認、

前日比±0施設

※2/21に全二次医療圏での設置を確認

47都道府県で設置済

対
応
件
数

相談件数は全国で783,895件

（3/25～5/23）

※前日比359件増加
※3/25より、「何らかの身体的症状を有す

る者等からの相談対応件数」と明確化し計
上

(参考) 2/1からの総数 1,524,585件

帰国者・接触者外来の受診者数

は全国で103,623件

（3/25～5/23）

※前日比293件増加

(参考) 2/1からの総数 117,945件

東京都：8,712件（1/29～2/27）
(2/26:428件、2/27:414件)

大阪府：5,174件（1/29～2/27）
(2/26:263件、2/27:215件)

宮城県：2,272件（2/4～2/27）
(2/26:213件、2/27:242件)

岡山県：1,067件（2/4～2/27）
514  (2/26:126件、2/27:164件)

※報告対象ではないため、専用ダイヤルを設置

したいくつかの都道府県へ聞き取り調査を実施。

そ
の
他

・保健所のほか、県庁や市役所の感染症
対策担当課に設置している都道府県も
ある。

・全都道府県が24時間土日も対応可能
である（各ホームページ上でも公表）。

・2/27に相談件数の増加が著しい27都道
府県に電話回線の状況を聴取したが、
特段輻輳は生じていない。

・1,616施設のうち感染症指定医療機関
は411施設。

・専用回線を設置している都道府県は神
奈川県含め22都府県。

・都道府県とは別に一般電話相談窓口を
設置している市区町村もある。

新型コロナウイルス感染症に係る国内の体制整備について
5/24（日)

17時時点
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新型コロナウイルス感染症緊急事態解除宣言 

 

令 和 ２ 年 ５ 月 2 5 日 

新型コロナウイルス感染症 

対  策  本  部  長 

 

 

 新型インフルエンザ等対策特別措置法（平成 24 年法律第 31 号）第 32 条

第１項の規定に基づき、令和２年４月７日、新型コロナウイルス感染症緊急

事態宣言をしたところであるが、緊急事態措置を実施する必要がなくなった

と認めるため、同条第５項の規定に基づき、５月 25日、緊急事態が終了した

旨を宣言する。 

 

資料２ 
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新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針（案） 

 

令和２年３月 28日（令和２年５月 日変更） 

新型コロナウイルス感染症対策本部決定 

 

 

政府は、新型コロナウイルス感染症への対策は危機管理上重大な課題であると

の認識の下、国民の生命を守るため、これまで水際での対策、まん延防止、医

療の提供等について総力を挙げて講じてきた。国内において、感染経路の不明

な患者の増加している地域が散発的に発生し、一部の地域で感染拡大が見ら

れてきたため、令和２年３月 26日、新型インフルエンザ等対策特別措置法

（平成 24年法律第 31号。以下「法」という。）附則第１条の２第１項及

び第２項の規定により読み替えて適用する法第 14 条に基づき、新型コロ

ナウイルス感染症のまん延のおそれが高いことが、厚生労働大臣から内閣

総理大臣に報告され、同日に、法第 15 条第１項に基づく政府対策本部が

設置された。 

国民の生命を守るためには、感染者数を抑えること及び医療提供体制や社会

機能を維持することが重要である。 

そのうえで、まずは、後述する「三つの密」を徹底的に避ける、「人と人

との距離の確保」「マスクの着用」「手洗いなどの手指衛生」などの基本的

な感染対策を行うことをより一層推進し、さらに、積極的疫学調査等によ

りクラスター（患者間の関連が認められた集団。以下「クラスター」という。）

の発生を抑えることが、いわゆるオーバーシュートと呼ばれる爆発的な感

染拡大（以下「オーバーシュート」という。）の発生を防止し、感染者、重

症者及び死亡者の発生を最小限に食い止めるためには重要である。 

また、必要に応じ、外出自粛の要請等の接触機会の低減を組み合わせて

実施することにより、感染拡大の速度を可能な限り抑制することが、上記の

封じ込めを図るためにも、また、医療提供体制を崩壊させないためにも、重

要である。 

資料３ 
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 あわせて、今後、国内で感染者数が急増した場合に備え、重症者等への対

応を中心とした医療提供体制等の必要な体制を整えるよう準備することも

必要である。 

既に国内で感染が見られる新型コロナウイルス感染症に関しては、 

・ 肺炎の発生頻度が、季節性インフルエンザにかかった場合に比して

相当程度高く、国民の生命及び健康に著しく重大な被害を与えるおそ

れがあること 

・  感染経路が特定できない症例が多数に上り、かつ、急速な増加が確

認されており、医療提供体制もひっ迫してきていることから、全国的

かつ急速なまん延により国民生活及び国民経済に甚大な影響を及ぼ

すおそれがある状況であること 

が、総合的に判断されている。 

このようなことを踏まえて、令和 2年４月７日に、新型コロナウイルス

感染症対策本部長（以下「政府対策本部長」という。）は法第 32条第 1項

に基づき、緊急事態宣言を行った。緊急事態措置を実施すべき期間は令和

２年４月７日から令和２年５月６日までの 29 日間であり、緊急事態措置

を実施すべき区域は埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、大阪府、兵庫県

及び福岡県とした。また、４月 16日に、上記７都府県と同程度に感染拡大

が進んでいる道府県として北海道、茨城県、石川県、岐阜県、愛知県、京

都府について緊急事態措置を実施すべき区域に加えるとともに、それ以外

の県においても都市部からの人の移動等によりクラスターが各地で発生し、

感染が拡大傾向に見られることなどから、人の移動を最小化する観点等よ

り、全都道府県について緊急事態措置を実施すべき区域とすることとした。

これらの区域において緊急事態措置を実施すべき期間は、令和２年４月 16

日から令和２年５月６日までとした。 

令和 2年 5月 4日に、感染状況の変化等について分析・評価を行ったと

ころ、政府や地方公共団体、医療関係者、専門家、事業者を含む国民の一

丸となった取組により、全国の実効再生産数は１を下回っており、新規報

告数は、オーバーシュートを免れ、減少傾向に転じるという一定の成果が
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現れはじめる一方、引き続き医療提供体制がひっ迫している地域も見られ、

当面、新規感染者を減少させる取組を継続する必要があったことから、同

日、法第 32 条第 3 項に基づき、引き続き全都道府県について緊急事態措

置を実施すべき区域とし、これらの区域において緊急事態措置を実施すべ

き期間を令和２年５月 31日まで延長することとした。 

令和 2年 5月 14日には、その時点での感染状況の変化等について分析・

評価を行い、後述する緊急事態措置を実施すべき区域の判断にあたっての

考え方（以下「区域判断にあたっての考え方」という。）を踏まえて総合的

に判断し、同日、法第 32 条第 3 項に基づき、緊急事態措置を実施すべき

区域を北海道、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、京都府、大阪府及び

兵庫県とする変更を行った。 

また、令和 2年 5月 21日には、同様に、分析・評価を行い、総合的に

判断し、法第 32 条第 3 項に基づき、緊急事態措置を実施すべき区域を北

海道、埼玉県、千葉県、東京都及び神奈川県とする変更を行った。 

その後、令和 2年 5月 25日に改めて感染状況の変化等について分析・

評価を行い、「区域判断にあたっての考え方」を踏まえて総合的に判断した

ところ、全ての都道府県が緊急事態措置を実施すべき区域に該当しないこ

ととなった。そのため、同日、政府対策本部長は、緊急事態措置を実施す

る必要がなくなったと認められることから、法第 32 条第 5 項に基づき、

緊急事態解除宣言を行うこととする。 

緊急事態宣言が解除された後は、一定の移行期間を設け、外出の自粛や

施設の使用制限の要請等を緩和しつつ、段階的に社会経済の活動レベルを引

き上げていくこととなる。その場合において、後述する感染拡大を予防する

「新しい生活様式」の定着や、業種ごとに策定される感染拡大予防ガイドラ

イン等の実践が前提となる。また、再度、感染の拡大が認められた場合には、

的確な経済・雇用対策を講じつつ、速やかに強い感染拡大防止対策等を講じ

る必要がある。 

そのため、引き続き、政府及び都道府県は感染の状況等を継続的に監視

するとともに、政府や地方公共団体、医療関係者、専門家、事業者を含む
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国民が相互に連携しながら、「三つの密」の回避や「人と人との距離の確保」

「マスクの着用」「手洗いなどの手指衛生」をはじめとした基本的な感染対

策の継続など、感染拡大を予防する「新しい生活様式」を社会経済全体に

定着させていく必要がある。事業者において、業種ごとに策定される感染

拡大予防ガイドライン等が実践されることも重要である。 

また、再度、感染が拡大する場合に備える必要がある。新規感染者数の

増大に十分対応することができるよう、医療提供体制の維持に向けて万全

の準備を進めておく必要があるほか、検査体制の強化、保健所の体制強化

及びクラスター対策の強化等に取り組むことが重要である。 

こうした取組を実施することにより、感染拡大の防止と社会経済活動の

維持の両立を持続的に可能としていく。 

本指針は、国民の生命を守るため、新型コロナウイルス感染症をめぐる

状況を的確に把握し、政府や地方公共団体、医療関係者、専門家、事業者

を含む国民が一丸となって、新型コロナウイルス感染症対策をさらに進めていく

ため、今後講じるべき対策を現時点で整理し、対策を実施するにあたって準

拠となるべき統一的指針を示すものである。 

 

一 新型コロナウイルス感染症発生の状況に関する事実 

 我が国においては、令和２年１月 15日に最初の感染者が確認された後、

５月 23日までに、合計 46都道府県において合計 16,375人の感染者、820

人の死亡者が確認されている。 

都道府県別の動向としては、東京都及び大阪府、北海道、茨城県、埼玉

県、千葉県、神奈川県、石川県、岐阜県、愛知県、京都府、兵庫県、福岡

県の 13都道府県については、累積患者数が 100 人を超えるとともに、感

染経路が不明な感染者数が半数程度以上に及んでおり、また直近 1週間の

倍加時間が 10 日未満であったことなどから、特に重点的に感染拡大の防

止に向けた取組を進めていく必要がある都道府県として、本対処方針にお

いて特定都道府県（緊急事態宣言の対象区域に属する都道府県）の中でも

「特定警戒都道府県」と位置付けて対策を促してきた。 
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また、これら特定警戒都道府県以外の県についても、都市部からの人の

移動等によりクラスターが都市部以外の地域でも発生し、感染拡大の傾向

が見られ、そのような地域においては、医療提供体制が十分に整っていな

い場合も多く、感染が拡大すれば、医療が機能不全に陥る可能性が高いこ

とや、政府、地方公共団体、医療関係者、専門家、事業者を含む国民が一

丸となって感染拡大の防止に取り組むためには、全都道府県が足並みをそ

ろえた取組が行われる必要があることなどから、全ての都道府県について

緊急事態措置を実施すべき区域として感染拡大の防止に向けた対策を促し

てきた。 

その後、令和 2年 5月 1日及び 4日の新型コロナウイルス感染症対策専

門家会議（以下「専門家会議」という。）の見解を踏まえ、5 月上旬には、

未だ全国的に、相当数の新規報告数が確認されており、今後の急激な感染

拡大を抑止できる程度にまで、新規感染者を減少させるための取組を継続

する必要があったことなどから、引き続き、それまでの枠組みを維持し、

全ての都道府県について緊急事態措置を実施すべき区域（特定警戒都道府

県は前記の 13都道府県とする。）として感染拡大の防止に向けた取組を進

めてきた。 

その後、全国的に新規報告数の減少が見られ、また、新型コロナウイル

ス感染症に係る重症者数も減少傾向にあることが確認され、さらに、病床

等の確保も進み、医療提供体制のひっ迫の状況も改善されてきた。 

緊急事態措置を実施すべき区域の判断にあたっては、これまで基本的対

処方針においても示してきたとおり、以下の三点に特に着目した上で、総

合的に判断する必要がある。 

①感染の状況（疫学的状況） 

オーバーシュートの兆候は見られず、クラスター対策が十分に実施可

能な水準の新規報告数であるか否か。 

②医療提供体制 

感染者、特に重症者が増えた場合でも、十分に対応できる医療提供体

制が整えられているか否か。 
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③監視体制 

  感染が拡大する傾向を早期に発見し、直ちに対応するための体制が整

えられているか否か。 

 これらの点を踏まえ、各区域について、緊急事態措置を実施する必要が

なくなったと認めるにあたっても、新型コロナウイルス感染症の感染の状

況、医療提供体制、監視体制等を踏まえて総合的に判断する（区域の判断

にあたっての考え方）。 

感染の状況については、１週間単位で見て新規報告数が減少傾向にある

こと、及び、３月上中旬頃の新規報告数である、クラスター対策が十分に

実施可能な水準にまで新規報告数が減少しており、現在のＰＣＲ検査の実

施状況等を踏まえ、直近１週間の累積報告数が 10 万人あたり 0.5 人程度

以下であることを目安とする。直近１週間の 10万人あたり累積報告数が、

１人程度以下の場合には、減少傾向を確認し、特定のクラスターや院内感

染の発生状況、感染経路不明の症例の発生状況についても考慮して、総合

的に判断する。 

医療提供体制については、新型コロナウイルス感染症の重症者数が持続

的に減少しており、病床の状況に加え、都道府県新型コロナウイルス対策

調整本部、協議会の設置等により患者急増に対応可能な体制が確保されて

いることとする。 

監視体制については、医師が必要とするＰＣＲ検査等が遅滞なく行える

体制が整備されていることとする。 

令和２年５月 14日には、以上の「区域判断にあたっての考え方」を踏ま

えて総合的に判断したところ、北海道、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川

県、京都府、大阪府及び兵庫県の８都道府県については、直近１週間の累

積報告数が 10 万人あたり 0.5 人以上であることなどから、引き続き特定

警戒都道府県として、特に重点的に感染拡大の防止に向けた取組を進めて

いくこととなった。 

また、令和 2年 5月 21日には、同様に、分析・評価を行い、総合的に

判断したところ、北海道、埼玉県、千葉県、東京都及び神奈川県の 5都道
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県については、直近１週間の累積報告数が 10 万人あたり 0.5 人以上であ

ることなどから、引き続き特定警戒都道府県として、特に重点的に感染拡

大の防止に向けた取組を進めていく必要があった。 

その後、令和 2年 5月 25日に改めて感染状況の変化等について分析・

評価を行い、「区域判断にあたっての考え方」を踏まえて総合的に判断した

ところ、全ての都道府県が緊急事態措置を実施すべき区域に該当しないこ

ととなったため、同日、緊急事態解除宣言が発出された。 

緊急事態宣言が解除された後も、全ての都道府県において、後述する「（３）

まん延防止６）緊急事態宣言解除後の都道府県における取組等」を踏まえ、

基本的な感染防止策の徹底等を継続する必要があるとともに、感染の状況

等を継続的に監視し、その変化に応じて、迅速かつ適切に感染拡大防止の取

組を行う必要がある。 

また、再度、感染が拡大し、まん延のおそれがあると認められ、緊急事態

措置を実施すべき区域とするにあたっては、４月７日時点の感染の状況も踏

まえて、令和 2年４月７日変更の基本的対処方針で示してきた考え方と基本

的には同様の考え方に立ち、オーバーシュートの予兆が見られる場合には迅

速に対応することとし、直近の報告数や倍加時間、感染経路の不明な症例の

割合等を踏まえて、総合的に判断する。 

 

 新型コロナウイルス感染症については、下記のような特徴がある。 

・ 一般的な状況における感染経路の中心は飛沫感染及び接触感染である

が、閉鎖空間において近距離で多くの人と会話する等の一定の環境下で

あれば、咳やくしゃみ等の症状がなくても感染を拡大させるリスクがあ

るとされている。また、発症前２日の者や無症候の者からの感染の可能

性も指摘されている。一方、人と人との距離を確保することにより、大

幅に感染リスクが下がるとされている。 

・ 集団感染が生じた場の共通点を踏まえると、特に①密閉空間（換気

の悪い密閉空間である）、②密集場所（多くの人が密集している）、③

密接場面（互いに手を伸ばしたら届く距離での会話や発声が行われる）
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という３つの条件（以下「三つの密」という。）のある場では、感染を

拡大させるリスクが高いと考えられる。また、これ以外の場であって

も、人混みや近距離での会話、特に大きな声を出すことや歌うことには

リスクが存在すると考えられる。激しい呼気や大きな声を伴う運動につ

いても感染リスクがある可能性が指摘されている。 

・  これまで、繁華街の接待を伴う飲食店等、ライブハウス、バー、スポ

ーツジムや運動教室等の屋内施設においてクラスターが確認されてき

たが、現在では医療機関及び福祉施設等での集団感染が見受けられる状

況であり、限定的に日常生活の中での感染のリスクが生じてきているも

のの、広く市中で感染が拡大しているわけではないと考えられる。 

・ 世界保健機関（World Health Organization: ＷＨＯ）によると、現時

点において潜伏期間は１-14日（一般的には約５-６日）とされており、

また、厚生労働省では、これまでの新型コロナウイルス感染症の情報な

ども踏まえて、濃厚接触者については 14 日間にわたり健康状態を観察

することとしている。 

・ 新型コロナウイルスに感染すると、発熱や呼吸器症状が１週間前後持

続することが多く、強いだるさ（倦怠感）や強い味覚・嗅覚障害を訴え

る人が多いことが報告されている。 

・ 中国における報告（令和２年３月９日公表）では、新型コロナウイルス感

染症の入院期間の中央値は 11 日間と、季節性インフルエンザの３日間

よりも、長くなることが報告されている。 

・ 罹患しても約８割は軽症で経過し、また、感染者の８割は人への感染はない

と報告されている。さらに入院例も含めて治癒する例も多いことが報告され

ている。 

・ 重症度としては、季節性インフルエンザと比べて死亡リスクが高いことが報

告されている。中国における報告（令和２年２月28日公表）では、確定患者

での致死率は2.3%、中等度以上の肺炎の割合は18.5%であることが報告され

ている。季節性インフルエンザに関しては、致死率は0.00016%-0.001%程度、

肺炎の割合は 1.1%-4.0%、累積推計患者数に対する超過死亡者数の比は約
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0.1％であることが報告されている。このように新型コロナウイルス感染症に

おける致死率及び肺炎の割合は、季節性インフルエンザに比べて、相当程度高

いと考えられる。また、特に、高齢者・基礎疾患を有する者では重症化するリ

スクが高いことも報告されており、医療機関や介護施設等での院内感染対策、

施設内感染対策が重要となる。上記の中国における報告では、年齢ごとの死亡

者の割合は、60歳以上の者では６%であったのに対して、30歳未満の者では

0.2%であったとされている。 

・ 日本における報告（令和２年４月30日公表）では、症例の大部分は20歳

以上、重症化の割合は7.7％、致死率は2.5％であり、60歳以上の者及び男性

における重症化する割合及び致死率が高いと報告されている。 

・ 日本国内におけるウイルスの遺伝子的な特徴を調べた研究によると、令和２

年１月から２月にかけて、中国武漢から日本国内に侵入した新型コロナウイ

ルスは３月末から４月中旬に封じ込められた（第一波）一方で、その後欧米経

由で侵入した新型コロナウイルスが日本国内に拡散したものと考えられてい

る（第二波）。 

・ 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律（平成 10年

法律第 114号。以下「感染症法」という。）第12条に基づき、令和2年3

月31日までに報告された患者における、発症日から報告日までの平均期間は

9.0日であった。 

・ 新型コロナウイルス感染症の感染力を調べた台湾の研究では、新型コロナウ

イルス感染症は、発症前から発症直後の時期に最も感染力が高く、発症６日目

以降は感染力が大きく低下することが示されている。 

・ 現時点では、対症療法が中心であるが、５月７日、レムデシビルが、

重症患者に対する治療薬として特例承認された。これ以外のいくつかの

既存の候補薬についても、患者の観察研究等が進められている。また、

５月 13日に、迅速診断用の抗原検査キットが承認されている。 

 なお、現時点ではワクチンが存在しないことから、新型インフルエン

ザ等対策政府行動計画に記載されている施策のうち、予防接種に係る施

策については、本基本的対処方針には記載していない。 
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・ 新型コロナウイルス感染症による日本での経済的な影響を調べた研究

では、クレジットカードの支出額によれば、人との接触が多い業態や在

宅勤務（テレワーク）の実施が困難な業態は、３月以降、売り上げがよ

り大きく減少しており、影響を受けやすい業態であったことが示されて

いる。 

・ 現時点では、新型コロナウイルス感染症は未だ不明な点が多い感染症

である。 

 

二 新型コロナウイルス感染症の対処に関する全般的な方針 

① 緊急事態宣言が解除された後は、感染拡大を予防する「新しい生活様

式」の定着等を前提として、地域の感染状況や医療提供体制の確保状況

等を踏まえながら、一定の移行期間を設け、外出の自粛や施設の使用制

限の要請等を緩和しつつ、段階的に社会経済の活動レベルを引き上げて

いく。その際、感染状況は地域によって異なることから、各都道府県知

事が適切に判断する必要があるとともに、人の移動があることから、隣

県など社会経済的につながりのある地域の感染状況に留意する必要が

ある。 

② 感染拡大を予防する「新しい生活様式」を社会経済全体に定着させ

ていくとともに、事業者に対して業種ごとに策定される感染拡大予防

ガイドライン等の実践を促していく。 

③ 新型コロナウイルス感染症は、今後も、感染拡大のリスクが存在する

ため、監視体制の整備及び的確な情報提供・共有により、感染状況等を継

続的に監視する。また、感染が拡大する場合に備え、医療提供体制の維持

に向けて万全の準備を進めるほか、検査機能の強化、保健所の体制強化及

びクラスター対策の強化等に取り組む。 

④ 的確な感染拡大防止策及び経済・雇用対策により、感染拡大の防止と

社会経済活動の維持の両立を持続的に可能としていく。 

⑤ 再度、感染の拡大が認められた場合には、速やかに強い感染拡大防止

対策等を講じる。 



11 

 

三 新型コロナウイルス感染症対策の実施に関する重要事項 

（１）情報提供・共有 

① 政府は、以下のような、国民に対する正確で分かりやすく、かつ状況

の変化に即応した情報提供や呼びかけを行い、行動変容に資する啓発を

進めるとともに、冷静な対応をお願いする。 

・ 発生状況や患者の病態等の臨床情報等の正確な情報提供。 

・ 国民にわかりやすい疫学解析情報の提供。 

・ 医療提供体制及び検査体制に関するわかりやすい形での情報の

提供。 

・ 「三つの密」の回避や、「人と人との距離の確保」「マスクの着用」

「手洗いなどの手指衛生」をはじめとした基本的な感染対策の継続

など、感染拡大を予防する「新しい生活様式」の定着に向けた周知。 

・ 室内で「三つの密」を避ける。特に、日常生活及び職場において、人混み

や近距離での会話、多数の者が集まり室内において大きな声を出すことや歌

うこと、呼気が激しくなるような運動を行うことを避けるように強く促す。

飲食店等においても「三つの密」のある場面は避けること。 

・ 業種ごとに策定される感染拡大予防ガイドライン等の実践。 

・ 風邪症状など体調不良が見られる場合の休暇取得、学校の欠席、

外出自粛等の呼びかけ。 

・ 感染リスクを下げるため、医療機関を受診する時は、予め電話で

相談することが望ましいことの呼びかけ。 

・ 新型コロナウイルス感染症についての相談・受診の考え方をわかり

やすく周知。 

・ 感染者・濃厚接触者や、診療に携わった医療機関・医療関係者その他の対

策に携わった方々に対する誤解や偏見に基づく差別を行わないことの呼び

かけ。 

・ 従業員及び学生の健康管理や感染対策の徹底についての周知。 

・ 家族以外の多人数での会食を避けること。 
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・ 今回の対策では、「ロックダウン」（都市封鎖）のような施策は政府として

実施しないことを周知し、国民の落ち着いた対応（不要不急の帰省や旅行な

ど都道府県をまたいだ移動の自粛等や商店への殺到の回避及び買い占めの

防止）の呼びかけ。 

② 政府は、広報担当官を中心に、官邸のウェブサイトにおいて厚生労働省

等の関係省庁のウェブサイトへのリンクを紹介するなどして有機的に連

携させ、かつ、ソーシャルネットワーキングサービス（ＳＮＳ）等の媒体

も積極的に活用することで、迅速かつ積極的に国民等への情報発信を行う。 

③ 政府は、民間企業等とも協力して、情報が必ずしも届いていない層に十

分な情報が行き届くよう、丁寧な情報発信を行う。 

④ 厚生労働省は、感染症の発生状況やクラスターの発生場所、規模等につ

いて迅速に情報を公開する。 

⑤ 外務省は、全世界で感染が拡大していることを踏まえ、各国に滞在す

る邦人等への適切な情報提供、支援を行う。 

⑥ 政府は、検疫所からの情報提供に加え、企業等の海外出張又は長期の

海外滞在のある事業所、留学や旅行機会の多い大学等においても、帰国

者への適切な情報提供を行い、渡航の是非の判断・確認や、帰国者に対

する２週間の外出自粛の要請等の必要な対策を講じるよう周知を図る。 

⑦ 政府は、国民、在留外国人、外国人旅行者及び外国政府への適切か

つ迅速な情報提供を行い、国内でのまん延防止と風評対策につなげる。

また、政府は、日本の感染対策や感染状況の十分な理解を醸成するよう、

諸外国に対して情報発信に努める。 

⑧ 地方公共団体は、政府との緊密な情報連携により、様々な手段により住

民に対して地域の感染状況に応じたメッセージや注意喚起を行う。 

⑨ 都道府県等は、厚生労働省や専門家と連携しつつ、積極的疫学調査によ

り得られた情報を分析し、今後の対策に資する知見をまとめて、国民に還

元するよう努める。 

⑩ 政府は、今般の新型コロナウイルス感染症に係る事態が行政文書の管理

に関するガイドライン（平成 23年４月１日内閣総理大臣決定）に基づく
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「歴史的緊急事態」と判断されたことを踏まえた対応を行う。地方公共団

体も、これに準じた対応に努める。 

 

（２）サーベイランス・情報収集 

① 感染症法第 12 条に基づく医師の届出により疑似症患者を把握し、医師

が必要と認める検査を実施する。 

② 厚生労働省及び都道府県、保健所設置市、特別区（以下「都道府県等」

という。）は、感染が拡大する傾向が見られる場合はそれを迅速に察知し

て的確に対応できるよう、戦略的サーベイランス体制を整えておく必要

がある。また、社会経済活動と感染症予防の両立を進めるためにも感染

状況を的確に把握できる体制を持つことが重要であるとの認識の下、地

方衛生研究所や民間の検査機関等の関係機関における検査体制の一層の

強化、地域の関係団体と連携した地域外来・検査センターの設置等を迅速

に進めるとともに、新しい検査技術についても医療現場に迅速に導入する。

都道府県は、医療機関等の関係機関により構成される会議体を設けるこ

と等により、民間の検査機関等の活用促進を含め、ＰＣＲ等検査の実施体

制の把握・調整等を図る。さらに、厚生労働省は、ＰＣＲ検査及び抗原検査

の役割分担について検討・評価を行う。また、これらを踏まえ、検査が必要

な者に、より迅速・円滑に検査を行い、医療従事者はもとよりその他の濃厚

接触者に対するＰＣＲ等検査の拡大に向けて取組を進めるとともに、院内・

施設内感染対策の強化を図る。国と都道府県等で協働して今後の感染拡大局

面も見据えた準備を進めるため、厚生労働省は、相談・検体採取・検査の一

連のプロセスを通じた対策強化について都道府県等に指針を示すとともに、

これらの対策の促進のため、財政的な支援をはじめ必要な支援を行い、都道

府県等は、各プロセスを点検し、対策を実施する。 

③ 厚生労働省は、感染症法第 12条に基づく医師の届出とは別に、市中での

感染状況を含め国内の流行状況等を把握するため、抗体保有状況に関する調

査など有効なサーベイランスの仕組みを構築する。仕組みの構築にあたって

は現場が混乱しないように留意する。また、インフルエンザ・肺炎死亡にお

ける、いわゆる超過死亡についても、現行システムの改善も含め、適切に把



14 

握できるよう、早急に体制を整える。 

④ 厚生労働省は、医療機関や保健所の事務負担の軽減を図りつつ、患者等

に関する情報を関係者で迅速に共有するための情報把握・管理支援シス

テム（Health Center Real-time Information-sharing System on COVID-

19. ＨＥＲ－ＳＹＳ）を早急に全国展開する。また、本システムを活用

し、都道府県別の陽性者数やＰＣＲ等検査の実施状況などの統計データ

の収集・分析を行い、適宜公表し、より効果的・効率的な対策に活用し

ていく。 

⑤ 政府は、医療機関の空床状況や人工呼吸器・ＥＣＭＯの保有・稼働状況等

を迅速に把握する医療機関等情報支援システム（Gathering Medical 

Information System. Ｇ－ＭＩＳ）を構築・運営し、医療提供状況を一元的

かつ即座に把握するとともに、都道府県等にも提供し、迅速な患者の受入調

整等にも活用する。 

⑥ 文部科学省及び厚生労働省は、学校等での集団発生の把握の強化を図る。 

⑦ 政府は、迅速診断用の簡易検査キット等の開発の支援を引き続き進め、可及

的速やかに国内での供給体制を整備する。 

⑧ 都道府県は、自治体間での迅速な情報共有に努めるとともに、県下の感染状

況について、リスク評価を行う。 

 

（３）まん延防止 

１）外出の自粛（後述する職場への出勤を除く） 

 ① 特定警戒都道府県は、引き続き、「最低 7割、極力 8割程度の接触

機会の低減」を目指して、法第 45条第 1項に基づく外出の自粛につ

いて協力の要請を行うものとする。その際、不要不急の帰省や旅行な

ど、都道府県をまたいで人が移動することは、感染拡大防止の観点から

極力避けるよう住民に促す。また、これまでにクラスターが発生してい

る、繁華街の接待を伴う飲食店等については、年齢等を問わず、外出を自

粛するよう促す。 

   一方、医療機関への通院、食料・医薬品・生活必需品の買い出し、必要
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な職場への出勤、屋外での運動や散歩など、生活や健康の維持のために必

要なものについては外出の自粛要請の対象外とする。 

   また、「三つの密」を徹底的に避けるとともに、「人と人との距離の確保」

「マスクの着用」「手洗いなどの手指衛生」等の基本的な感染対策の徹底

は当然として、接触機会の８割低減を目指し、あらゆる機会を捉えて、４

月22日の専門家会議で示された「10のポイント」、５月４日の専門家会

議で示された「新しい生活様式の実践例」等を活用して住民に周知を行う

ものとする。 

 ② 特定警戒都道府県以外の特定都道府県は、法第 24 条第 9 項等に基づ

き、不要不急の帰省や旅行など、都道府県をまたいで人が移動すること

は、感染拡大防止の観点から極力避けるよう住民に促すともに、これまで

にクラスターが発生している、繁華街の接待を伴う飲食店等については、

年齢等を問わず、外出を自粛するよう促す。 

このほか、これまでにクラスターが発生しているような場や、「三つの

密」のある場については、これまでと同様、外出を自粛するよう促すも

のとする。 

一方で、これら以外の外出については、5月1日及び４日の専門家会

議の提言を踏まえ、「三つの密」の回避や、「人と人との距離の確保」「マ

スクの着用」「手洗いなどの手指衛生」をはじめとした基本的な感染対策

の継続など、感染拡大を予防する「新しい生活様式」の徹底を住民に求

めていくものとする。 

その際、今後、持続的な対策が必要になると見込まれることを踏まえ、

こうした新しい生活様式を定着していくことの趣旨や必要性について、

あらゆる機会を捉えて、４月22日の専門家会議で示された「10のポイ

ント」、５月４日の専門家会議で示された「新しい生活様式の実践例」等

を活用して住民に周知を行うものとする。 

   なお、仮に、再度、感染の拡大傾向が認められる地域については、必要

に応じて、上記①と同様の行動制限を求めることを検討する。 

２）催物（イベント等）の開催制限 
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特定警戒都道府県及び特定警戒都道府県以外の特定都道府県は、クラ

スターが発生するおそれがある催物（イベント等）や「三つの密」の

ある集まりについては、法第 24条第 9項及び法第 45条第２項等に基

づき、開催の自粛の要請等を行うものとする。特に、全国的かつ大規模

な催物等の開催については、感染リスクへの対応が整わない場合は中止

又は延期するよう、主催者に慎重な対応を求める。なお、特定警戒都道

府県以外の特定都道府県は、感染防止策を講じた上での比較的少人数の

イベント等については、適切に対応する。ただし、感染拡大リスクの態

様に十分留意する。 

また、スマートフォンを活用した接触確認アプリについては、世界各

国の公衆衛生当局において開発と導入が進められているところ、我が国

においても導入が検討されており、接触率の低減、感染の拡大防止に寄

与すること等を周知する。 

３）施設の使用制限等（前述した催物（イベント等）の開催制限、後述す

る学校等を除く） 

 ① 特定警戒都道府県は、法第 24条第 9項及び法第 45条第２項等に基

づき、感染の拡大につながるおそれのある施設の使用制限の要請等

を行うものとする。これらの場合における要請等にあたっては、第１

段階として法第 24条第９項による協力の要請を行うこととし、それ

に正当な理由がないにもかかわらず応じない場合に、第２段階として

法第 45 条第２項に基づく要請、次いで同条第３項に基づく指示を行

い、これらの要請及び指示の公表を行うものとする。 

   特定警戒都道府県は、法第 24 条第９項に基づく施設の使用制限等

の要請を行い、また、法第 45 条第２項から第４項までに基づく施設

の使用制限等の要請、指示を行うにあたっては、国に協議の上、外出

の自粛等の協力の要請の効果を見極め、専門家の意見も聴きつつ行う

ものとする。政府は、新型コロナウイルス感染症の特性及び感染の状

況を踏まえ、施設の使用制限等の要請、指示の対象となる施設等の所

要の規定の整備を行うものとする。 
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   なお、施設の使用制限の要請等を検討するにあたっては、これまで

の対策に係る施設の種別ごとの効果や感染拡大リスクの態様、対策が

長く続くことによる社会経済や住民の生活・健康等への影響について

留意し、地域の感染状況等に応じて、各都道府県知事が適切に判断す

るものとする。例えば、博物館、美術館、図書館などについては、住

民の健康的な生活を維持するため、感染リスクも踏まえた上で、人が

密集しないことなど感染防止策を講じることを前提に開放すること

などが考えられる。また、屋外公園を閉鎖している場合にも、同様に

対応していくことが考えられる。 

   また、特定警戒都道府県は、特定の施設等に人が集中するおそれが

あるときは、当該施設に対して入場者の制限等の適切な対応を求める

こととする。 

② 特定警戒都道府県以外の特定都道府県は、法第 24 条第 9 項等に基

づく施設の使用制限の要請等については、感染拡大の防止及び社会経

済活動の維持の観点から、地域の実情に応じて判断を行うものとする。

その際、クラスター発生の状況が一定程度、明らかになった中で、これ

までにクラスターが発生しているような施設や、「三つの密」のある施設

については、地域の感染状況等を踏まえ、施設の使用制限の要請等を行

うことを検討する。一方で、クラスターの発生が見られない施設につい

ては、「入場者の制限や誘導」「手洗いの徹底や手指の消毒設備の設置」

「マスクの着用」等の要請を行うことを含め、「三つの密」を徹底的に避

けること、室内の換気や人と人との距離を適切にとることなどをはじめ

として基本的な感染対策の徹底等を行うことについて施設管理者に対し

て強く働きかけを行うものとする。また、感染拡大の防止にあたっては、

早期の導入に向けて検討を進めている接触確認アプリを活用して、施設

利用者に係る感染状況等の把握を行うことも有効であることを周知する。 

特定警戒都道府県以外の特定都道府県は、法第 24条第９項に基づ

く施設の使用制限等の要請を行い、また、法第 45条第２項から第４

項までに基づく施設の使用制限等の要請、指示を行うにあたっては、



18 

国に協議の上、外出の自粛等の協力の要請の効果を見極め、専門家の

意見も聴きつつ行うものとする。 

なお、特定警戒都道府県以外の特定都道府県は、特定の施設等に人

が集中するおそれがあるときは、当該施設に対して入場者の制限等

の適切な対応を求める。 

 ③ 事業者及び関係団体は、今後の持続的な対策を見据え、業種ごとに

策定される感染拡大予防ガイドライン等を実践するなど、自主的な感

染防止のための取組を進める。その際、政府は、専門家の知見を踏ま

え、関係団体等に必要な情報提供や助言等を行う。 

４）職場への出勤等 

 ① 特定警戒都道府県は、事業者に対して、以下の取組を行うよう働き

かけを行うものとする。 

・ 職場への出勤は、外出自粛等の要請の対象から除かれるものであるが、

引き続き、「出勤者数の 7割削減」を目指すことも含め接触機会の低

減に向け、在宅勤務（テレワーク）や、出勤が必要となる職場でもロー

テーション勤務等を強力に推進すること。 

・ 職場に出勤する場合でも、時差出勤、自転車通勤等の人との接触を低

減する取組を引き続き強力に推進すること。 

・ 職場においては、感染防止のための取組（手洗いや手指消毒、咳エ

チケット、職員同士の距離確保、事業場の換気励行、複数人が触る箇

所の消毒、発熱等の症状が見られる従業員の出勤自粛、出張による従

業員の移動を減らすためのテレビ会議の活用等）を促すとともに、「三

つの密」を避ける行動を徹底するよう促すこと。 

・ 別添に例示する国民生活・国民経済の安定確保に不可欠な業務を行う

事業者及びこれらの業務を支援する事業者においては、「三つの密」を避

けるために必要な対策を含め、十分な感染拡大防止対策を講じつつ、事

業の特性を踏まえ、業務を継続すること。 

② 特定警戒都道府県以外の特定都道府県は、今後、持続的な対策が必

要になると見込まれることを踏まえ、事業者に対して、以下の取組を行
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うよう働きかけを行うものとする。 

・ 引き続き、在宅勤務（テレワーク）を推進するとともに、職場に出勤

する場合でも、ローテーション勤務、時差出勤、自転車通勤等の人との

接触を低減する取組を推進すること。 

・ 職場においては、感染防止のための取組（手洗いや手指消毒、咳エ

チケット、職員同士の距離確保、事業場の換気励行、複数人が触る箇

所の消毒、発熱等の症状が見られる従業員の出勤自粛、出張による従

業員の移動を減らすためのテレビ会議の活用等）を促すとともに、「三

つの密」を避ける行動を徹底するよう促すこと。 

・ 別添に例示する国民生活・国民経済の安定確保に不可欠な業務を行う

事業者及びこれらの業務を支援する事業者においては、「三つの密」を避

けるために必要な対策を含め、十分な感染拡大防止対策を講じつつ、事

業の特性を踏まえ、業務を継続すること。 

③ 政府及び地方公共団体は、在宅勤務（テレワーク）、ローテーション勤

務、時差出勤、自転車通勤等、人との接触を低減する取組を自ら進める

とともに、事業者に対して必要な支援等を行う。 

５）学校等の取扱い 

 ① 文部科学省は、「新しい生活様式」を踏まえ、「学校における新型コ

ロナウイルス感染症に関する衛生管理マニュアル」等において示した

学校の行動基準や具体的な感染症予防対策について周知を行うとと

もに、地域の感染状況に応じて、感染予防に最大限配慮した上で、児

童生徒等の学びを保障するための総合的な対策を早急に取りまとめ

る。都道府県は、学校設置者に対し、保健管理等の感染症対策につい

て指導するとともに、地域の感染状況や学校関係者の感染者情報につ

いて速やかに情報共有を行うものとする。 

 ② 厚生労働省は、保育所や放課後児童クラブ等について、保育の縮小

や臨時休園等についての考え方を示す。その際、可能な保護者に登園

を控えるようお願いするなど保育等の提供を縮小して実施すること

や、医療従事者や社会の機能を維持するために就業継続が必要な者、
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ひとり親などで仕事を休むことが困難な者の子ども等の保育等を確

保しつつ臨時休園することの考え方を示す。 

６）緊急事態宣言解除後の都道府県における取組等 

① 都道府県は、今後、持続的な対策が必要になると見込まれることを

踏まえ、住民や事業者に対して、以下の取組を行うものとする。その

際、「新しい生活様式」が社会経済全体に定着するまで、一定の移行

期間を設けることとし、概ね 3週間ごと（例えば、①6月 18日まで

の 3週間程度、②その後の 3週間程度、③②の後の 3週間程度）に

地域の感染状況や感染拡大リスク等について評価を行いながら、外出

の自粛、催物（イベント等）の開催制限、施設の使用制限の要請等を

段階的に緩和するものとする。 

（外出の自粛等） 

・ 「三つの密」の回避や、「人と人との距離の確保」「マスクの着用」

「手洗いなどの手指衛生」をはじめとした基本的な感染対策の継続

など、感染拡大を予防する「新しい生活様式」の定着が図られるよ

う、あらゆる機会を捉えて、４月 22日の専門家会議で示された「10

のポイント」、５月４日の専門家会議で示された「新しい生活様式の

実践例」等について住民や事業者に周知を行うこと。 

・ 不要不急の帰省や旅行など、都道府県をまたぐ移動は、5 月末ま

では、感染拡大防止の観点から避けるよう促すこと。 

その後、①の段階においては、5月 25日の緊急事態宣言解除の際

に特定警戒都道県であった地域との間の移動は、慎重に対応するよ

う促すこと。 

また、観光振興の観点からの人の移動については、まずは県内観光

の振興から取り組むこととし（①段階からが想定される）、その状況を

踏まえつつ、県外からの人の呼び込みを実施すること（②の段階から

が想定される）。 

・ これまでにクラスターが発生しているような施設への外出は、5月末

までは、感染拡大防止の観点から避けるよう促すこと。 
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その後、施設や業態の特性等による感染拡大リスクを考慮し、業種

ごとに策定される感染拡大予防ガイドライン等が実践されるなど感染

防止策が徹底されれば一定の安全性が確保できると考えられる業種に

ついては、ガイドラインの徹底等を前提として、①の段階からの外出

の自粛要請等の緩和を検討すること。 

一方、現段階において一定の安全性を確保することが難しいと考え

られる業種については、①の段階において、施設や業態の特性等に応

じた感染防止策に関して、専門家の意見を聴きつつ更に検討された結

果を踏まえ、感染防止策の徹底等により一定の安全性が確保されると

考えられる場合には、②の段階からの外出の自粛要請等の緩和を検討

すること。 

・ 感染拡大の兆候や施設等におけるクラスターの発生があった場合、国

と連携して、外出の自粛に関して速やかに住民に対して必要な協力の

要請等を行うこと。 

（催物（イベント等）の開催） 

・ 催物等の開催に対する中止又は延期要請等については、「新しい生活

様式」や業種ごとに策定されるガイドラインに基づく適切な感染防止

策が講じられることを前提に、①～③の概ね 3 週間ごとに、地域の感

染状況や感染拡大リスク等について評価を行いながら、段階的に規模

要件（人数上限）を緩和すること。その際、屋内で開催される催物等に

ついては、収容定員に対する参加人数の割合を半分程度以内とする要

件を付すこと。 

また、催物等の態様（屋内であるか、屋外であるか、また、全国的な

ものであるか、地域的なものであるか等）や種別（コンサート、展示

会、スポーツの試合や大会、お祭りなどの行事等）に応じて、開催の要

件や主催者において講じるべき感染防止策を検討すること。 

なお、全国的な人の移動を伴うような規模の大きなイベント（スポ

ーツの試合等）については、段階的な緩和を図っていく中で（②の段

階が想定される）、まずは無観客での開催を求めること。 
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上記の移行期間において、各段階の一定規模以上の催物等の開催に

ついては、リスクへの対応が整わない場合は中止又は延期するよう、

主催者に慎重な対応を求めること。 

催物等の開催にあたっては、その規模に関わらず、「三つの密」が発

生しない席配置や「人と人との距離の確保」、「マスクの着用」、催物の

開催中や前後における選手、出演者や参加者等に係る主催者による行

動管理等、基本的な感染防止策が講じられるよう、主催者に対して強

く働きかけるとともに、参加者名簿を作成して連絡先等を把握してお

くことや、導入が検討されている接触確認アプリの活用等について、

主催者に周知すること。 

・ 感染拡大の兆候や催物等におけるクラスターの発生があった場合、 

国と連携して、催物等の無観客化、中止又は延期等を含めて、速やか

に主催者に対して必要な協力の要請等を行うこと。 

   （職場への出勤等） 

・ 事業者に対して、引き続き、在宅勤務（テレワーク）、時差出勤、

自転車通勤等、人との接触を低減する取組を働きかけるとともに、

職場や店舗等に関して、業種ごとに策定される感染拡大予防ガイド

ライン等の実践をはじめとして、感染拡大防止のための取組が適切

に行われるよう働きかけること。 

（施設の使用制限等） 

・ これまでにクラスターが発生しているような施設や、「三つの密」

のある施設については、引き続き、地域の感染状況等を踏まえ、施

設管理者等に対して必要な協力を依頼すること。その際、前述した

「外出の自粛等」に関する「これまでにクラスターが発生している

ような施設」に係る取扱いと同様に対応するよう検討すること。 

・ 感染拡大の兆候や施設等におけるクラスターの発生があった場合、

国と連携して、施設の使用制限等を含めて、速やかに施設管理者等

に対して必要な協力の要請等を行うこと。 

②  都道府県は、感染の状況等を継続的に監視し、その変化が認めら



23 

れた場合、住民に適切に情報提供を行い、感染拡大への警戒を呼びか

けるものとする。 

③ 都道府県は、感染拡大の傾向が見られる場合には、本対処方針にお

ける「特定警戒都道府県以外の特定都道府県における取組（前記の１）

②、２）、３）②、４）②）」に準じて、迅速かつ適切に法第 24条第

9項に基づく措置等を講じるものとする。都道府県は、できる限りそ

の判断基準や考え方をあらかじめ設けておくこととし、その際は、令

和２年５月１４日の専門家会議提言において、「特定（警戒）都道府

県の指定基準等を踏まえつつ、その半分程度の新規報告者数等で判断

することが考えられる」とされていることを参考とする。 

④ 都道府県は、①③の取組を行うにあたっては、あらかじめ国と迅速

に情報共有を行う。 

７）水際対策 

① 政府は、水際対策について、国内への感染者の流入及び国内での感

染拡大を防止する観点から、入国制限、渡航中止勧告、帰国者のチェ

ック・健康観察等の検疫の強化、査証の制限等の措置等を引き続き実

施する。なお、厚生労働省は、関係省庁と連携し、健康観察について、

保健所の業務負担の軽減や体制強化等を支援する。 

② 諸外国での新型コロナウイルス感染症の発生の状況を踏まえて、必

要に応じ、国土交通省は、航空機の到着空港の限定の要請等を行うと

ともに、厚生労働省は、特定検疫港等の指定を検討する。 

③ 厚生労働省は、停留に利用する施設が不足する場合には、法第 29

条の適用も念頭に置きつつも、必要に応じ、関係省庁と連携して、停

留に利用可能な施設の管理者に対して丁寧な説明を行うことで停留

施設の確保に努める。 

８）クラスター対策の強化 

① 都道府県等は、厚生労働省や専門家と連携しつつ、積極的疫学調査

により、個々の濃厚接触者を把握し、健康観察、外出自粛の要請等を

行うとともに、感染拡大の規模を適確に把握し、適切な感染対策を行
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う。 

② 政府は、関係機関と協力して、クラスター対策にあたる専門家の確

保及び育成を行う。 

③ 厚生労働省及び都道府県等は、関係機関と協力して、特に、感染拡

大の兆しが見られた場合には、専門家やその他人員を確保し、その地

域への派遣を行う。 

④ 政府及び都道府県等は、クラスター対策を抜本強化するという観点

から、保健所の体制強化に迅速に取り組む。これに関連し、特定都道

府県は、管内の市町村と迅速な情報共有を行い、また、対策を的確か

つ迅速に実施するため必要があると認めるときは、法第 24条に基づ

く総合調整を行う。さらに、都道府県等は、クラスターの発見に資す

るよう、自治体間の迅速な情報共有に努めるとともに、政府は、対策

を的確かつ迅速に実施するため必要があると認めるときは、法第 20

条に基づく総合調整を行う。 

⑤ 政府は、個人情報の保護及びプライバシーに十分配慮しながら、ス

マートフォン開発会社が開発しているアプリケーションプログラミ

ングインタフェース（ＡＰＩ）を活用した接触確認アプリについて、

接触率の低減及び感染の拡大防止に寄与すること等の国民理解を得

つつ、新型コロナウイルス感染者等情報把握・管理支援システム（Ｈ

ＥＲ-ＳＹＳ）及び保健所等と連携することにより、より効果的なク

ラスター対策につなげていく。 

９）その他共通的事項等 

 ① 特定都道府県は、地域の特性に応じた実効性のある緊急事態措置を講

じる。特定都道府県は、緊急事態措置を講じるにあたっては、法第５条を

踏まえ、必要最小限の措置とするとともに、講じる措置の内容及び必要

性等について、住民に対し丁寧に説明する。特定都道府県は、緊急事態措

置を実施するにあたっては、法第20条に基づき国と密接に情報共有を行

う。国は、専門家の意見を聴きながら、必要に応じ、特定都道府県と総合

調整を行う。 
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 ② 政府及び地方公共団体は、今後、持続的な対策が必要になると見込まれ

ることから、緊急事態措置を講じるにあたっては、感染拡大の防止と社会

経済活動の維持の両立を図ることに留意する。 

 ③ 地方公共団体は、緊急事態措置について、罰則を伴う外出禁止の措置や

都市間の交通の遮断等、諸外国で行われている「ロックダウン」（都市封

鎖）のような施策とは異なるものであることを、政府と協力しつつ、住民

に対し周知する。加えて、緊急事態措置を講じること等に伴い、食料・医

薬品や生活必需品の買い占め等の混乱が生じないよう、住民に冷静な対

応を促す。 

④ 政府及び地方公共団体は、緊急事態措置の実施にあたっては、事業者

の円滑な活動を支援するため、事業者からの相談窓口の設置、物流体制

の確保、ライフラインの万全の体制の確保等に努める。 

⑤ 政府は、関係機関と協力して、公共交通機関その他の多数の人が集ま

る施設における感染対策を徹底する。 

 

（４）医療等 

① 重症者等に対する医療提供に重点を置いた入院医療の提供体制の確保

を進めるため、厚生労働省と都道府県等は、関係機関と協力して、次の

ような対策を講じる。 

・ 重症者等に対する医療提供に重点を置くべき地域では、入院治療が

必要ない無症状病原体保有者及び軽症患者（以下「軽症者等」という。）

は、宿泊施設等での療養とすることで、入院治療が必要な患者への

医療提供体制の確保を図ること。 

特に、家庭内での感染防止や症状急変時の対応のため、宿泊施設が

十分に確保されているような地域では、軽症者等は宿泊療養を基本

とする。そのため、都道府県は、ホテルなどの一時的な宿泊療養施

設及び運営体制の確保に努めるとともに、国は、都道府県と密接に

連携し、その取組を支援すること。 

子育て等の事情によりやむを得ず自宅療養を行う際には、都道府



26 

県等は電話等情報通信機器を用いて遠隔で健康状態を把握していく

とともに、医師が必要とした場合には電話等情報通信機器を用いて

診療を行う体制を整備すること。 

・ 都道府県は、患者が入院、宿泊療養、自宅療養をする場合に、その

家族に要介護者や障害者、子ども等がいる場合は、市町村福祉部門の

協力を得て、ケアマネージャー、相談支援専門員、児童相談所等と連

携し、必要なサービスや支援を行うこと。 

・ 病床の確保について、都道府県は、関係機関の協力を得て、新型コ

ロナウイルス感染症の患者を集約して優先的に受け入れる医療機関

の指定など、地域の医療機関の役割分担を行うとともに、結核病床や

一般の医療機関の一般病床等を活用して、ピーク時の入院患者の受

入れを踏まえて、必要な病床を確保すること。 

  また、医療機関は、ＢＣＰも踏まえ、必要に応じ、医師の判断によ

り延期が可能と考えられる予定手術や予定入院の延期を検討し、空床

確保に努めること。 

  さらに、都道府県は、仮設の診療所や病棟の設置、非稼働病床の

利用、法第 48 条に基づく臨時の医療施設の開設について検討する

こと。厚生労働省は、その検討にあたって、必要な支援を行うこと。 

・ 都道府県は、患者受入調整や移送調整を行う体制を整備するととも

に、医療機関等情報支援システム（Ｇ－ＭＩＳ）も活用し、患者受

入調整に必要な医療機関の情報の見える化を行っておくこと。また、

厚生労働省は、都道府県が患者搬送コーディネーターの配置を行うこ

とについて、必要な支援を行うこと。 

・ さらに、感染拡大に伴う患者の急増に備え、都道府県は、都道府

県域を越える場合も含めた広域的な患者の受入れ体制を確保する

こと。 

② 新型コロナウイルス感染症が疑われる患者への外来診療・検査体制の

確保のため、厚生労働省と都道府県等は、関係機関と協力して、次のよ

うな対策を講じる。 
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・ 帰国者・接触者相談センターを通じて、帰国者・接触者外来を受診

することにより、適切な感染管理を行った上で、新型コロナウイルス

感染症が疑われる患者への外来医療を提供すること。 

・ 都道府県等は、関係機関と協力して、集中的に検査を実施する機関

（地域外来・検査センター）の設置や、帰国者・接触者外来への医療

従事者の派遣を行うこと。 

また、大型テントやプレハブ、いわゆるドライブスルー方式や

ウォークスルー方式による診療を行うことで、効率的な診療・検査体

制を確保すること。あわせて、検査結果を踏まえて、患者の振り分け

や、受け入れが適切に行われるようにすること。 

・ さらに患者が増加し、増設した帰国者・接触者外来や地域外来・検

査センターでの医療提供の限度を超えるおそれがあると判断する

都道府県では、厚生労働省に相談の上、必要な感染予防策を講じた上

で、一般の医療機関での外来診療を行うこと。 

こうした状況では、感染への不安から安易に医療機関を受診する

ことでかえって感染するリスクを高める可能性があることも踏まえ、

症状が軽度である場合は、自宅での安静・療養を原則とし、肺炎が疑

われるような強いだるさや息苦しさがあるなど状態が変化した場合

は、すぐにでもかかりつけ医等に相談した上で、受診するよう周知す

ること。 

・ 都道府県は、重症化しやすい方が来院するがんセンター、透析医

療機関及び産科医療機関などは、必要に応じ、新型コロナウイルス

感染症への感染が疑われる方への外来診療を原則行わない医療機

関として設定すること。 

・ 夏ごろまでを目途に、冬季のインフルエンザの流行を踏まえた外来

医療の在り方を検討すること。 

③ 新型コロナウイルス感染症患者のみならず、他の疾患等の患者への対

応も踏まえて地域全体の医療提供体制を整備するため、厚生労働省と都

道府県は、関係機関と協力して、次のような対策を講じる。 
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・ 都道府県は、地域の医療機能を維持する観点から、新型コロナウイ

ルス感染症以外の疾患等の患者受入れも含めて、地域の医療機関の役

割分担を推進すること。 

・ 患者と医療従事者双方の新型コロナウイルス感染症の予防の観点

から、初診を含めて、電話等情報通信機器を用いた診療体制の整備を

推進すること。 

④ 医療従事者の確保のため、厚生労働省と都道府県等は、関係機関と協力

して、次のような対策を講じる。 

・ 都道府県等は、現場で従事している医療従事者の休職・離職防止策

や、潜在有資格者の現場復帰、医療現場の人材配置の転換等を推進す

ること。また、検査を含め、直接の医療行為以外に対しては、有資格

者以外の民間の人材の活用を進めること。 

・ 厚生労働省は、都道府県が法第 31条に基づく医療等の実施の要請

等を行うにあたって、必要な支援を実施すること。 

⑤ 医療物資の確保のため、政府と都道府県等、関係機関は協力して、次

のような対策を講じる。 

・ 政府及び都道府県は、医療提供体制を支える医薬品や医療機器、医

療資材の製造体制を確保し、医療機関等情報支援システム（Ｇ－ＭＩ

Ｓ）も活用し、必要な医療機関に迅速かつ円滑に提供できる体制を

確保するとともに、専門性を有する医療従事者や人工呼吸器等の必

要な医療機器・物資・感染防御に必要な資材等を迅速に確保し、適切

な感染対策の下での医療提供体制を整備すること。 

・ 政府及び都道府県は、特に新型コロナウイルス感染症を疑う患者に

ＰＣＲ検査や入院の受入れを行う医療機関等に対しては、マスク

等の個人防護具を優先的に確保する。 

⑥ 医療機関及び高齢者施設等における施設内感染を徹底的に防止する

ため、厚生労働省と地方公共団体は、関係機関と協力して、次の事項に

ついて周知徹底を図る。 

・ 医療機関及び高齢者施設等の設置者において、 
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▸ 従事者等が感染源とならないよう、「三つの密」が生じる場を
徹底して避けるとともに、 

▸ 症状がなくても患者や利用者と接する際にはマスクを着用する、 
▸ 手洗い・手指消毒の徹底、 

▸ パソコンやエレベーターのボタンなど複数の従事者が共有する
ものは定期的に消毒する、 

▸ 食堂や詰め所でマスクをはずして飲食をする場合、他の従事者と
一定の距離を保つ、 

▸ 日々の体調を把握して少しでも調子が悪ければ自宅待機する、 

などの対策に万全を期すこと。 

・ 医療機関及び高齢者施設等において、面会者からの感染を防ぐ

ため、面会は緊急の場合を除き一時中止すべきこと。 

・ 医療機関及び高齢者施設等において、患者、利用者からの感染を防

ぐため、感染が流行している地域では、施設での通所サービスなどの

一時利用を中止又は制限する、入院患者、利用者の外出、外泊を制限

する等の対応を検討すべきであること。 

・ 医療機関及び高齢者施設等において、入院患者、利用者等について、

新型コロナウイルス感染症を疑った場合は、早急に個室隔離し、保健

所の指導の下、感染対策を実施し、標準予防策、接触予防策、飛沫感

染予防策を実施すること。 

⑦ 都道府県は、感染者と非感染者の空間を分けるなどを含む感染防御策

の更なる徹底などを通して、医療機関及び施設内での感染の拡大に特

に注意を払う。 

また、特に感染が疑われる医療、施設従事者及び入院患者等につ

いては、率先してＰＣＲ検査等を受けさせるようにする。加えて、手

術や医療的処置前などにおいて、当該患者について医師の判断により、

ＰＣＲ検査等が実施できる体制をとる。 

⑧ この他、適切な医療提供・感染管理の観点で、厚生労働省と都道府

県は、関係機関と協力して、次の事項に取り組む。 
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・ 外来での感染を防ぐため、関係機関と協力して、医療機関の外来に

おいて、一般の患者も含め、混雑を生じさせないよう、予約による

診療や動線が適切に確保された休日夜間急患センターの施設活用な

どを推進すること。 

・ 妊産婦に対する感染を防止する観点から、医療機関における動線分

離等の感染対策を徹底するとともに、妊産婦が感染した場合であって

も、安心して出産し、産後の生活が送れるよう、関係機関との協力体

制を構築し、適切な支援を実施すること。また、関係機関と協力して、

感染が疑われる妊産婦への早めの相談の呼びかけや、妊娠中の女性労

働者に配慮した休みやすい環境整備などの取組を推進すること。 

・ 小児医療について、関係学会等の意見を聞きながら、診療体制を検

討し、地方公共団体と協力して体制整備を進めること。 

・ 関係機関と協力して、外国人が医療を適切に受けることができるよ

う、医療通訳の整備などを、引き続き、強化すること。 

・ 5月 7日に特例承認されたレムデシビルの円滑な供給を図るととも

に、関係省庁・関係機関とも連携し、有効な治療薬等の開発を加速す

ること。特に、他の治療で使用されている薬剤のうち、効果が期待さ

れるものについて、その効果を検証するための臨床研究・治験等を速

やかに実施すること。 

・ ワクチンについて、関係省庁・関係機関と連携し、迅速に開発等を

進め、できるだけ早期に実用化し、国民に供給することを目指すこと。 

・ 法令に基づく健康診断及び予防接種については、適切な感染対策の

下で実施されるよう、時期や時間等に配慮すること。 

⑨ 政府は、令和２年度第１次補正予算も活用し、地方公共団体等に対す

る必要な支援を行うとともに、医療提供体制の更なる強化に向け、第２

次補正予算の編成などを含め、対策に万全を期す。 

 

（５）経済・雇用対策 

 引き続き、感染症対策とバランスをとりつつ、地域の感染状況や医療提
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供体制の確保状況等を踏まえながら、段階的に社会経済の活動レベルを引

き上げていく。政府は、令和２年度第 1次補正予算を含む「新型コロナウ

イルス感染症緊急経済対策」（令和２年４月 20 日閣議決定）の各施策を、

国・地方を挙げて迅速かつ着実に実行することにより、今後の感染拡大を

防止するとともに、雇用の維持、事業の継続、生活の下支えに万全を期す。

さらに、令和 2年度第 1次補正予算を強化するため、第 2次補正予算を速

やかに編成し、早期の成立を目指す。引き続き、内外における事態の収束

までの期間と拡がり、経済や国民生活への影響を注意深く見極め、必要に

応じて、時機を逸することなく臨機応変かつ果断に対応する。 

 

（６）その他重要な留意事項 

１）人権への配慮、社会課題への対応等 

① 新型コロナウイルス感染症への感染は誰にでも生じ得るものであ

り、感染状況に関する情報が特定の個人や地域にネガティブなイメー

ジを生まないようにすることが極めて重要である。特に、患者・感染

者、その家族や治療・対策に携わった方々等の人権が侵害されている

事案が見られていることから、こうした事態が生じないよう政府は適

切に取り組む。 

② 政府は、海外から一時帰国した児童生徒等への学校の受け入れ支援

やいじめ防止等の必要な取組を実施する。 

③ 政府及び関係機関は、各種対策を実施する場合においては、国民の

自由と権利の制限は必要最小限のものとするとともに、女性や障害者

などに与える影響を十分配慮して実施するものとする。 

④  政府は、新型コロナウイルス感染症対策に従事する医療関係者が風

評被害を受けないよう、国民への普及啓発等、必要な取組を実施する。 

⑤ 政府及び地方公共団体は、マスク及び個人防護具、医薬品、医薬部

外品、食料品等に係る物価の高騰及び買占め、売り惜しみを未然に回

避し又は沈静化するため、必要な措置を講じる。 

⑥ 政府は、地方公共団体と連携し、対策が長期化する中で生ずる様々
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な社会課題に対応するため、適切な支援を行う。 

・ 長期間にわたる外出自粛等によるメンタルヘルスへの影響、配偶

者暴力や児童虐待。 

・ 情報公開と人権との協調への配慮。 

・ 営業自粛等による倒産、失業、自殺等。 

・ 社会的に孤立しがちな一人暮らしの高齢者、休業中のひとり親家

庭等の生活。 

・ 外出自粛等の下での高齢者等の健康維持・介護サービス確保。 

⑦ 政府及び地方公共団体は、新型コロナウイルス感染症により亡くな

られた方に対して尊厳を持ってお別れ、火葬等が行われるための適切

な方法について、周知を行う。 

２）物資・資材等の供給 

① 政府は、国民や地方公共団体の要望に応じ、マスク、個人防護具や

消毒薬、食料品等の増産や円滑な供給を関連事業者に要請する。また、

政府は、感染防止や医療提供体制の確保のため、マスク、個人防護具、

人工呼吸器等の必要な物資を国の責任で確保する。例えば、マスク等

を国で購入し、必要な医療機関や介護施設等に優先配布することや、

感染拡大防止策が特に必要と考えられる地域において必要な配布を

行う。 

② 政府は、マスクや消毒薬等の国民が必要とする物資を確保するため、

国民生活安定緊急措置法（昭和48年法律第121号）第26条第１項を適

用し、マスクや消毒薬の転売行為を禁止するとともに、過剰な在庫を抱え

ることのないよう消費者や事業者に冷静な対応を呼びかける。また、政府

は、繰り返し使用可能な布製マスクの普及を進める。 

③ 政府は、事態の長期化も念頭に、マスクや抗菌薬の原薬を含む医薬品、

医療機器等の医療の維持に必要な資材の安定確保に努めるとともに、国産

化の検討を進める。 

３）関係機関との連携の推進 

① 政府は、地方公共団体を含む関係機関等との双方向の情報共有を強
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化し、対策の方針の迅速な伝達と、対策の現場における状況の把握を

行う。 

② 政府は、対策の推進にあたっては、地方公共団体、経済団体等の関

係者の意見を十分聴きながら進める。 

③ 地方公共団体は、保健部局のみならず、危機管理部局も含めすべて

の部局が協力して対策にあたる。 

④ 政府は、国際的な連携を密にし、ＷＨＯや諸外国・地域の対応状況

等に関する情報収集に努める。また、日本で得られた知見を積極的に

ＷＨＯ等の関係機関や諸外国・地域と共有し、今後の対策に活かして

いくとともに、新型コロナウイルス感染症の拡大による影響を受ける

国・地域に対する国際社会全体としての対策に貢献する。 

⑤  政府は、基礎医学研究及び臨床医学研究、疫学研究を含む社会医学

研究等の研究体制に対する支援を通して、新型コロナウイルス感染症

への対策の推進を図る。 

⑥  都道府県等は、近隣の都道府県等が感染拡大防止に向けた様々な措

置や取組を行うにあたり、相互に連携するとともに、その要請に応じ、

必要な支援を行う。 

⑦  特定都道府県等は、緊急事態措置等を実施するにあたっては、あら

かじめ国と協議し、迅速な情報共有を行う。政府対策本部長は、特定

都道府県が適切に緊急事態措置を講じることができるよう、専門家の

意見を踏まえつつ、特定都道府県と総合調整を行う。 

⑧ 緊急事態宣言の期間中に様々な措置を実施した際には、特定都道府

県知事及び指定行政機関の長は政府対策本部長に、特定市町村長及び

指定地方公共機関の長はその所在する特定都道府県知事に、指定公共

機関の長は所管の指定行政機関に、その旨及びその理由を報告する。

政府対策本部長は国会に、特定都道府県知事及び指定行政機関の長は

政府対策本部長に、報告を受けた事項を報告する。 

４）社会機能の維持 

① 政府、地方公共団体、指定公共機関及び指定地方公共機関は、職員にお
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ける感染を防ぐよう万全を尽くすとともに、万が一職員において感染者又

は濃厚接触者が確認された場合にも、職務が遅滞なく行えるように対策を

あらかじめ講じる。特に、テレビ会議及びテレワークの活用に努める。 

② 地方公共団体、指定公共機関及び指定地方公共機関は、電気、ガス、水

道、公共交通、通信、金融業等の維持を通して、国民生活及び国民経済へ

の影響が最小となるよう公益的事業を継続する。 

③ 政府は、指定公共機関の公益的事業の継続に支障が生じることがないよ

う、必要な支援を行う。 

④ 国民生活・国民経済の安定確保に不可欠な業務を行う事業者は、国民生

活及び国民経済安定のため、事業の継続を図る。 

⑤ 政府は、事業者のサービス提供水準に係る状況の把握に努め、必要

に応じ、国民への周知を図る。 

⑥ 政府は、空港、港湾、医療機関等におけるトラブルなどを防止するた

め、必要に応じ、警戒警備を実施する。 

⑦ 警察は、混乱に乗じた各種犯罪を抑止するとともに、取締りを徹底

する。 

５）緊急事態宣言解除後の取組 

政府は、緊急事態宣言の解除を行った後も、都道府県等や基本的対処

方針等諮問委員会等との定期的な情報交換を通じ、国内外の感染状況の

変化、施策の実施状況等を定期的に分析・評価・検証を行う。その上で、

最新の情報に基づいて適切に、国民や関係者へ情報発信を行うとともに、

それまでの知見に基づき、より有効な対策を実施する。 

６）その他 

① 政府は、必要に応じ、他法令に基づく対応についても、講じること

とする。 

② 今後の状況が、緊急事態宣言の要件等に該当するか否かについて

は、海外での感染者の発生状況とともに、感染経路の不明な患者や

クラスターの発生状況等の国内での感染拡大及び医療提供体制のひ

っ迫の状況を踏まえて、国民生活及び国民経済に甚大な影響を及ぼ
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すおそれがあるか否かについて、政府対策本部長が基本的対処方針

等諮問委員会の意見を十分踏まえた上で総合的に判断することとす

る。 

③ 政府は、基本的対処方針を変更し、又は、緊急事態を宣言、継続若

しくは終了するにあたっては、新たな科学的知見、感染状況、施策の

実行状況等を考慮した上で、基本的対処方針等諮問委員会の意見を十

分踏まえた上で臨機応変に対応する。 
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(別添)緊急事態宣言時に事業の継続が求められる事業者 

 

 

 以下事業者等については、「三つの密」を避けるための取組を講じていただき

つつ、事業の継続を求める。 

 

１．医療体制の維持 

・新型コロナウイルス感染症の治療はもちろん、その他の重要疾患への対応も

あるため、すべての医療関係者の事業継続を要請する。 

・医療関係者には、病院・薬局等のほか、医薬品・医療機器の輸入・製造・販

売、献血を実施する採血業、入院者への食事提供など、患者の治療に必要な

すべての物資・サービスに関わる製造業、サービス業を含む。 

２．支援が必要な方々の保護の継続 

・高齢者、障害者など特に支援が必要な方々の居住や支援に関するすべての関

係者（生活支援関係事業者）の事業継続を要請する。 

・生活支援関係事業者には、介護老人福祉施設、障害者支援施設等の運営関係

者のほか、施設入所者への食事提供など、高齢者、障害者などが生活する上

で必要な物資・サービスに関わるすべての製造業、サービス業を含む。 

３．国民の安定的な生活の確保 

・自宅等で過ごす国民が、必要最低限の生活を送るために不可欠なサービスを

提供する関係事業者の事業継続を要請する。 

① インフラ運営関係（電力、ガス、石油・石油化学・ＬＰガス、上下水道、通
信・データセンター等） 

② 飲食料品供給関係（農業・林業・漁業、飲食料品の輸入・製造・加工・流通・
ネット通販等） 

③ 生活必需物資供給関係（家庭用品の輸入・製造・加工・流通・ネット通販等） 

④ 食堂、レストラン、喫茶店、宅配・テークアウト、生活必需物資の小売関係
（百貨店・スーパー、コンビニ、ドラッグストア、ホームセンター等） 

⑤ 家庭用品のメンテナンス関係（配管工・電気技師等） 

⑥ 生活必需サービス（ホテル・宿泊、銭湯、理美容、ランドリー、獣医等） 

⑦ ごみ処理関係（廃棄物収集・運搬、処分等） 

⑧ 冠婚葬祭業関係（火葬の実施や遺体の死後処置に係る事業者等） 

⑨ メディア（テレビ、ラジオ、新聞、ネット関係者等） 

⑩ 個人向けサービス（ネット配信、遠隔教育、ネット環境維持に係る設備・サ

ービス、自家用車等の整備等） 
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４．社会の安定の維持 

・社会の安定の維持の観点から、緊急事態措置の期間中にも、企業の活動を維

持するために不可欠なサービスを提供する関係事業者の最低限の事業継続

を要請する。 

① 金融サービス（銀行、信金・信組、証券、保険、クレジットカードその他決
済サービス等） 

② 物流・運送サービス（鉄道、バス・タクシー・トラック、海運・港湾管理、

航空・空港管理、郵便等） 

③ 国防に必要な製造業・サービス業の維持（航空機、潜水艦等） 

④ 企業活動・治安の維持に必要なサービス（ビルメンテナンス、セキュリティ

関係等） 

⑤ 安全安心に必要な社会基盤（河川や道路などの公物管理、公共工事、廃棄物

処理、個別法に基づく危険物管理等） 

⑥ 行政サービス等（警察、消防、その他行政サービス） 

⑦ 育児サービス（託児所等） 

 

５．その他 

・医療、製造業のうち、設備の特性上、生産停止が困難なもの（高炉や半導体

工場など）、医療・支援が必要な人の保護・社会基盤の維持等に不可欠なもの

（サプライチェーン上の重要物を含む。）を製造しているものについては、

感染防止に配慮しつつ、継続する。また、医療、国民生活・国民経済維持の

業務を支援する事業者等にも、事業継続を要請する。 

 



水際対策強化に係る新たな措置 

令和２年５月 25日 

 

１．入国拒否対象地域の追加（法務省） 

入管法に基づき入国拒否を行う対象地域として、以下 11か国の

全域を指定（注１）。14 日以内にこれらの地域に滞在歴のある外国

人は、特段の事情がない限り、入国拒否対象とする（注２）。 

 

アフガニスタン、アルゼンチン、インド、エルサルバドル、ガーナ、ギニア、キル

ギス、タジキスタン、パキスタン、バングラデシュ、南アフリカ 

 

（注１）本措置を受け、入国拒否を行う対象地域は、合計で 111か国・地域となる。 

（注２）５月 26日までに再入国許可をもって出国した「永住者」、「日本人の配偶者

等」、「永住者の配偶者等」又は「定住者」の在留資格を有する者が同許可により、

今般追加した 11か国の入国拒否対象地域から再入国する場合は、原則として、特段

の事情があるものとする。５月 27日以降に出国した者については、この限りではな

い。なお、「特別永住者」については、入国拒否対象とはなっていない。 

 

２．検疫の強化（厚生労働省） 

14日以内に上記１．の入国拒否対象地域に滞在歴のある入国者

について、PCR検査の実施対象とする。 

 

３．実施中の水際対策の継続 

第 32 回新型コロナウイルス感染症対策本部（令和２年４月 27

日開催）において、５月末日までの間実施することとした検疫の

強化、査証の制限等、航空機の到着空港の限定等及び到着旅客数

の抑制の措置の実施期間を更新し、６月末日までの間、実施する。

右期間は、更新することができる。 

 

上記１．及び２．の措置は、５月 27 日午前０時から当分の間、

実施する。実施前に外国を出発し、実施後に本邦に到着した者も

対象とする。 

以上 

資料４ 



避難所の新型コロナウイルス感染症対策に係る現在の取組状況等

１．避難所における対策を促進・支援する取組を実施

○自治体に対して、

① 通常時の災害発生時よりも可能な限り多くの避難所の開設を促す

② ホテルや旅館の活用等の検討・準備を促す

③ 被災者に対して在宅避難や親戚・友人宅等への避難を検討するよう周知を促す

④ 分かりやすく避難の留意事項をまとめ、周知を促す

２．通知等を踏まえた自治体の取組状況、課題、要望等についてフォローアップを実施

※【①～③関連】4月1日・7日・28日（上記に係る留意事項等）、5月21日（避難所のレイアウト例）付で通知を発出

※【③関連】4月21日付で通知を発出し、一層住民の理解を促す

※【④関連】内閣府HPに掲載し、自治体あてに周知（5月15日付）するとともに、ツイッター等を活用して周知（5月18日）

○各省庁等に対して、国及び所管団体が所有する研修所、その他施設等の貸出への協力等を促す

○避難所における新型コロナウイルス対策について、Q＆A等のより具体的な助言を予定

○ホテルや旅館の活用等にあたって、準備段階や災害発生時に具体的に自治体が検討・実施すべき事項

等をとりまとめ、自治体あて周知を予定

○新型コロナウイルス対策に配慮した避難所運営訓練の実施を推進するため、ガイドラインを自治体あ

て通知予定

３．上記を踏まえ、自治体に対する助言等の支援や関係省庁等との連携等を実施予定

○ 108自治体に対して、避難所確保等に係る取組状況、課題、要望等について聴取調査を実施（先週まで）

○避難所の環境向上に資する物資のプッシュ型支援に備えた備蓄（ダンボールベッド2000個備蓄済）

１

資料５



健康な者の避難所滞在スペースのレイアウト（例）

3m

3m

○家族間の距離を1m以上あける

パーティションを利用した場合

テープ等による区画表示 テントを利用した場合

○テントを利用する場合は、飛沫感染を

防ぐために屋根がある方が望ましいが、

熱中症対策に十分注意することが必要

○飛沫感染を防ぐため、少なくとも座位で口元より高いパーティションとし、プライバシーを確保

する高さにすることが望ましい。また、換気を考慮しつつ、より高いものが望ましい。

○一家族が一区画を使用し、人数に

応じて区画の広さは調整する

●体育館のような広い空間において、健康な者が滞在するスペースとしては、以下のような方法が考えられる。

●感染リスクの高い高齢者・基礎疾患を有する者・障がい者・妊産婦等が滞在する場合には、避難所内に専用スペースを設けることが

望ましいが、体育館内に専用ゾーンを設け、以下と同様の考え方で利用することも考えられる。

（例） （例）

（例）

※ 人と人の間隔は、できるだけ2m（最低1m）空けることを意識して過ごしていただくことが望ましい。

※スペース内通路は出来る限り通行者が

すれ違わないように配慮する必要がある

※ 上記は全て実施することが望ましいが、災害時において、種々の制約が想定され、出来る範囲で最大限実施することが望まれる。

1m～2m以上

1m～2m以上

1m

～2m

以上
1m～2m以上

1m～2m以上 段ボールベッド

Ｒ２．５．２０
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イベント開催制限の段階的緩和の目安（その１）

時期 収容率 人数上限

【移行期間】

ステップ①
５月２５日～

屋内 50％以内 100人

屋外 十分な間隔
＊できれば２ｍ

200人

ステップ②
６月１９日～
＊ステップ①から約３週間後

屋内 50％以内 1000人

屋外 十分な間隔
＊できれば２ｍ

1000人

ステップ③
７月１０日～
＊ステップ②から約３週間後

屋内 50％以内 5000人

屋外 十分な間隔
＊できれば２ｍ

5000人

【移行期間後】
感染状況を見つつ、

８月１日を目途
＊ステップ③から約３週間後

屋内 50％以内 上限なし

屋外 十分な間隔
＊できれば２ｍ

上限なし

〇「新しい生活様式」に基づく行動。手指消毒やマスク着用、発熱等の症状がある者は外出等を避けるなど、
基本的な感染防止策の徹底・継続。イベント主催者や出演者は「業種別ガイドライン」等に基づく行動、参
加者の連絡先把握、接触確認アプリの周知、イベント前後の感染対策（行動管理含む）の呼びかけ。
〇 感染拡大の兆候やイベント等でのクラスターの発生があった場合、イベントの無観客化や延期、中止等
も含めて、国と連携しながら、都道府県知事が速やかに協力を要請。その際、専門家によるクラスターの発
生原因やそれへの有効な対策等に関する分析を出来る限り活用（業種別ガイドラインの改定にも活用）。緊
急事態宣言が出た場合、対策を強化。
〇 今後、感染状況等に変化がみられる場合、段階的解除の目安の変更や必要な対策等を通知。

＜基本的な考え方＞

(注) 収容率と人数上限でどちらか小さい方を限度（両方の条件を満たす必要）。

資料６－１



イベント開催制限の段階的緩和の目安（その２）

時期 コンサート等 展示会等 プロスポーツ等
（全国的移動を伴うもの）

お祭り・野外フェス等

【移行期間】

ステップ①
５月２５日～

〇
【100人又は50％(注)

（屋外200人）】
＊密閉空間で大声を発する
もの、人との間隔を十分確
保できないもの等は慎重な
対応、管楽器にも注意

〇
【100人又は50％】
＊入場制限等により、人と
の間隔を十分確保できない
もの等は慎重な対応

×

全国的・広域的 地域の行事

△
【100人又は50％
（屋外200人）】
＊特定の地域からの来
場を見込み、人数を管
理できるものは可

ステップ②
６月１９日～
＊ステップ①から約
３週間後

〇
【1000人又は50％】
＊密閉空間で大声を発するもの、
人との間隔を十分確保できない
もの等は慎重な対応、管楽器に
も注意

〇
【1000人又は50％】
＊入場制限等により、人との間
隔を十分確保できないもの等は
慎重な対応

〇
【無観客】(ネット中継等)

＊無観客でも感染対策徹底、主
催者による試合中・前後におけ
る選手等の行動管理

×

ステップ③
７月１０日～
＊ステップ②から約
３週間後

〇
【5000人又は50％】
＊密閉空間で大声を発するもの
等は、厳格なガイドラインによ
る対応
＊GoToキャンペーンによる支援
（７月下旬～）

〇
【5000人又は50％】
＊入場制限等により、人との間
隔を十分確保できないもの等は
慎重な対応
＊GoToキャンペーンによる支援
（７月下旬～）

〇
【5000人又は50%】
＊感染対策徹底、主催者による
試合中・前後における選手・観
客等の行動管理
＊GoToキャンペーンによる支援
（７月下旬～）

〇
＊特定の地域からの来
場を見込み、人数を管
理できるものは可

【移行期間後】
感染状況を見つつ、

８月１日
を目途
＊ステップ③から約
３週間後

〇
【50％】

＊密閉空間で大声を発するもの
等は、厳格なガイドラインによ
る対応
＊GoToキャンペーンによる支援

〇
【50％】

＊入場制限等により、人との間
隔を十分確保できないもの等は
慎重な対応
＊GoToキャンペーンによる支援

〇
【50％】

＊感染対策徹底、主催者による
試合中・前後における選手・観
客等の行動管理
＊GoToキャンペーンによる支援

△
【十分な間隔】
（できれば２ｍ）
＊感染状況を踏まえ
て、判断。

＜具体的な当てはめ＞

(注)どちらか小さい方を限度。他の場合も同様。

〇イベント主催者は、特に、全国的な移動を伴うものには格段の注意。イベント参加者は、自身が感染対策を徹底していても、
感染リスクはあることに留意。また、発熱等の症状がある者はイベントに参加しない（無症状で感染させる可能性も）。



外出自粛の段階的緩和の目安

〇「新しい生活様式」に基づく行動。手指消毒やマスク着用、発熱等の症状がある者は外出等を避けるなど、基本
的な感染防止策の徹底・継続。
〇 感染拡大の兆候や施設等におけるクラスターの発生があった場合、外出自粛の強化等を含めて、国と連携しな
がら、都道府県知事が速やかに協力を要請。その際、専門家によるクラスターの発生原因やそれへの有効な対策等
に関する分析を出来る限り活用（業種別ガイドラインの改定にも活用）。緊急事態宣言が出た場合、対策を強化。

時期 外出自粛

県をまたぐ移動等 観光

【移行期間】

ステップ⓪
５月２５日～

△
＊不要不急の県をまたぐ移動は避ける（これまでと同じ）。

△
＊観光振興は県内で徐々に、人との間隔は確保ステップ①

６月１日～
〇

＊一部首都圏（埼玉、千葉、東京、神奈川）、北海道との間の
不要不急の県をまたぐ移動は慎重に。

ステップ②
６月１９日～
＊ステップ①から約３週間後 △
ステップ③
７月１０日～
＊ステップ②から約３週間後

〇
＊観光振興は県をまたぐものも含めて徐々に、
人との間隔は確保
＊GoToキャンペーンによる支援（7月下旬～）

【移行期間後】
感染状況を見つつ、

８月１日を目途
＊ステップ③から約３週間後

〇
＊GoToキャンペーンによる支援



クラスター発生施設等に係る外出自粛や休業要請等の段階的緩和の目安

〇 「新しい生活様式」に基づく行動。手指消毒やマスク着用、発熱等の症状がある者は外出等を避けるなど、基本的
な感染防止策の徹底・継続。施設管理者等は「業種別ガイドライン」等に基づく行動、施設利用者等の連絡先把握や
接触確認アプリの周知。
〇 持続化補助金の中で、施設の感染防止の取組を支援。
〇 感染拡大の兆候や施設等におけるクラスターの発生があった場合、施設の使用制限等を含めて、国と連携しながら、
都道府県知事が速やかに協力を要請。その際、専門家によるクラスターの発生原因やそれへの有効な対策等に関する
分析を出来る限り活用（業種別ガイドラインの改定にも活用）。緊急事態宣言が出た場合、対策を強化。

時期 クラスター発生施設等への外出自粛・休業要請等

接待を伴う飲食業、ライブハウス等 カラオケ、スポーツジム等（注）

【移行期間】
ステップ⓪

５月２５日～ ×～△
＊知事の判断。
＊業界や専門家等による更なる感染防止策等の検討。

×～△
＊知事の判断。
＊業種別ガイドラインの作成。

ステップ①

６月１日～

ステップ②

６月１９日～
＊ステップ①から約３週間後

〇
＊人数管理・感染防止策を徹底し、厳密なガイドライン
等を遵守。知事の判断。

ステップ③

７月１０日～
＊ステップ②から約３週間後

〇
＊感染防止策を徹底し、厳密なガイドライン等を遵守。
知事の判断。

＊クラスターが発生した場合等には休業要請等を検討。

【移行期間後】
感染状況を見つつ、

８月１日を目途
＊ステップ③から約３週間後

＊クラスターが発生した場合等には休業要請等を検討。

（注）バーやその他屋内運動施設等も含まれる。



1

業種 団体名 担当省庁名 策定期日

1 公益社団法人 全国公立文化施設協会 文部科学省 5月14日

2 全国興行生活衛生同業組合連合会（映画館） 厚生労働省 5月14日

3 全国興行生活衛生同業組合連合会（演芸場） 厚生労働省 5月末

4

一般社団法人コンサートプロモーターズ協会

一般社団法人日本音楽事業者協会

一般社団法人日本音楽制作者連盟

経済産業省

文部科学省
5月25日

5 クラシック音楽公演運営推進協議会 文部科学省 6月上旬

6 緊急事態舞台芸術ネットワーク 文部科学省 6月上旬

7 ②集会場、公会堂 公益社団法人 全国公民館連合会 文部科学省 5月14日

8 ③展示場 一般社団法人 日本展示会協会 経済産業省 6月上旬

9
公益財団法人 日本スポーツ協会

公益財団法人 日本障がい者スポーツ協会
文部科学省 5月14日

10 公益社団法人 日本プロサッカーリーグ 文部科学省 5月14日

11
一般社団法人 日本ゴルフ場経営者協会

公益社団法人 日本パブリックゴルフ協会
経済産業省 5月14日

12 公益社団法人 日本ゴルフ練習場連盟 経済産業省 5月14日

13 公益財団法人 日本テニス事業協会 経済産業省 5月14日

14 一般社団法人 日本アミューズメント産業協会 経済産業省 5月14日

15 一般社団法人 全日本指定射撃場協会 警察庁 5月14日

16 全国麻雀業組合総連合会 警察庁 5月14日

17 パチンコ・パチスロ産業21世紀会 警察庁 5月14日

18

公益財団法人 日本ゴルフ協会

公益社団法人 日本プロゴルフ協会

一般社団法人 日本女子プロゴルフ協会

一般社団法人 日本ゴルフツアー機構

一般社団法人 日本ゴルフトーナメント振興協会

文部科学省 5月20日

19 公益社団法人 日本ボウリング場協会 経済産業省 5月21日

20
一般社団法人 日本レジャーダイビング協会

スクーバダイビング事業協同組合
経済産業省 5月21日

業種別ガイドライン策定状況

①劇場、観覧場、

　映画館、演芸場

④体育館、水泳場、

　ボーリング場、

　運動施設、遊技場

資料６－２
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21 一般社団法人 日本野球機構 文部科学省 5月末

22
東日本遊園地協会

西日本遊園地協会等
経済産業省 5月22日

23 一般社団法人 日本フィットネス産業協会 経済産業省 5月末

24 公益財団法人 日本博物館協会 文部科学省 5月14日

25 公益社団法人 日本図書館協会 文部科学省 5月14日

26 地方競馬全国協会 農林水産省 5月27日

27 一般社団法人 ライブハウスコミッション 厚生労働省 調整中

28 全国社交飲食業生活衛生同業組合連合会 厚生労働省 調整中

29

一般社団法人 日本カラオケボックス協会連合会

一般社団法人 カラオケ使用者連盟

一般社団法人 全国カラオケ事業者協会

経済産業省

文部科学省
5月末

30

公益社団法人 全国競輪施行者協議会

全国小型自動車競走施行者協議会

公益財団法人 ＪＫＡ

一般財団法人 東日本小型自動車競走会

一般財団法人 西日本小型自動車競走会

一般社団法人 日本競輪選手会

一般社団法人 全日本オートレース選手会

一般社団法人 全国場外車券売場設置者協議会

経済産業省 5月末

31 公益社団法人 全国学習塾協会 経済産業省 5月14日

32 一般社団法人 全国外国語教育振興協会 経済産業省 5月末

33 一般社団法人 全日本ピアノ指導者協会 経済産業省 5月末

34 全日本指定自動車教習所協会連合会 警察庁 5月14日

35 全国届出自動車教習所協会 警察庁 5月14日

36 ⑧医療サービス

一般社団法人 日本総合健診医学会

公益社団法人 日本人間ドック学会

公益財団法人 結核予防会

公益社団法人 全国労働衛生団体連合会

公益財団法人 日本対がん協会

公益社団法人 全日本病院協会

一般社団法人 日本病院会

公益財団法人 予防医学事業中央会

厚生労働省 5月14日

⑤博物館、美術館、

　図書館

⑦自動車教習所、

　学習塾等

⑥遊興施設

④体育館、水泳場、

　ボーリング場、

　運動施設、遊技場
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37 一般社団法人 建設電気技術協会 国土交通省 5月14日

38 一般社団法人 全国ＬＰガス協会 経済産業省 5月14日

39 全国石油商業組合連合会 経済産業省 5月14日

40 公益社団法人 日本下水道管路管理業協会 国土交通省 5月14日

41 一般社団法人 日本下水道施設管理業協会 国土交通省 5月14日

42 東日本高速道路株式会社 国土交通省 5月14日

43 中日本高速道路株式会社 国土交通省 5月14日

44 西日本高速道路株式会社 国土交通省 5月14日

45 首都高速道路株式会社 国土交通省 5月14日

46 阪神高速道路株式会社 国土交通省 5月14日

47 本州四国連絡高速道路株式会社 国土交通省 5月14日

48 一般社団法人 全国建設業協会 国土交通省 5月15日

49 一般社団法人 日本建設業連合会 国土交通省 5月18日

50 一般社団法人 住宅生産団体連合会 国土交通省 5月21日

51

一般社団法人 日本埋立浚渫協会

一般社団法人 日本海上起重技術協会

一般社団法人 日本潜水協会

日本港湾空港建設協会連合会

全国浚渫業協会

国土交通省 5月18日

52 一般社団法人 電気通信事業者協会 総務省 5月18日

53 一般財団法人 食品産業センター 農林水産省 5月14日

54 公益社団法人 中央畜産会 農林水産省 5月14日

55 公益社団法人 大日本農会 農林水産省 5月14日

56 一般社団法人 日本林業協会 農林水産省 5月14日

57
全国漁業協同組合連合会

一般社団法人 大日本水産会
農林水産省 5月14日

⑨インフラ運営等

⑩飲食料品供給
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58

全国中央卸売市場協会

全国公設地方卸売市場協議会

全国第3セクター市場連絡協議会

一般社団法人 全国中央市場青果卸売協会

一般社団法人 全国青果卸売市場協会

全国青果卸売協同組合連合会

公益社団法人 日本食肉市場卸売協会

東京食肉市場卸商協同組合

一般社団法人 日本花き卸売市場協会

一般社団法人 全国花卸協会

一般社団法人 全国水産卸協会

全国魚卸売市場連合会

全国水産物卸組合連合会

農林水産省 5月14日

59 一般社団法人 日本加工食品卸協会 農林水産省 5月14日

60 一般社団法人 日本外食品流通協会 農林水産省 5月14日

61 全国給食事業協同組合連合会 農林水産省 5月14日

62 一般社団法人 日本給食品連合会 農林水産省 5月14日

63 酒類業中央団体連絡協議会 財務省 5月末

64
⑪食堂、レストラン

　喫茶店等

一般社団法人全国生活衛生同業組合中央会

一般社団法人 日本フードサービス協会

厚生労働省

農林水産省
5月14日

65

オール日本スーパーマーケット協会

一般社団法人 全国スーパーマーケット協会

日本小売業協会

一般社団法人 日本ショッピングセンター協会

一般社団法人 日本スーパーマーケット協会

一般社団法人 日本専門店協会

日本チェーンストア協会

日本チェーンドラッグストア協会

一般社団法人 日本DIY・ホームセンター協会

一般社団法人 日本百貨店協会

一般社団法人 日本フランチャイズチェーン協会

一般社団法人 日本ボランタリーチェーン協会

経済産業省

農林水産省
5月14日

66 大手家電流通協会 経済産業省 5月14日

67 日本書店商業組合連合会 経済産業省 5月14日

68 日本コンパクトディスク・ビデオレンタル商業組合 経済産業省 5月14日

69 全国商店街振興組合連合会 経済産業省 5月14日

⑫生活必需物資供給

⑩飲食料品供給
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70

全国旅館ホテル生活衛生同業組合連合会

一般社団法人 日本旅館協会

一般社団法人 全日本シティホテル連盟

厚生労働省

国土交通省
5月14日

71 一般社団法人 日本ホテル協会 国土交通省 5月14日

72
一般社団法人 日本エステティック振興協議会

特定非営利活動法人 日本エステティック機構等
経済産業省 5月14日

73 全国質屋組合連合会 警察庁 5月14日

74 NPO法人 日本ネイリスト協会 経済産業省 5月21日

75 全国理容生活衛生同業組合連合会 厚生労働省 5月末

76 全日本美容業生活衛生同業組合連合会 厚生労働省 5月末

77 全国クリーニング生活衛生同業組合連合会 厚生労働省 5月末

78 全国公衆浴場業生活衛生同業組合連合会 厚生労働省 5月末

79 一般社団法人 日本リラクゼーション業協会 経済産業省 5月末

80 ⑭ごみ処理
一般財団法人 日本環境衛生センター

公益財団法人 日本産業廃棄物処理振興センター
環境省 5月14日

81
公益社団法人 日本ブライダル文化振興協会

一般社団法人 全日本冠婚葬祭互助協会
経済産業省 5月14日

82 日本バンケット事業協同組合 経済産業省 5月21日

83 一般社団法人 日本結婚相手紹介サービス協議会 経済産業省 5月末

84
全日本葬祭業協同組合連合会

一般社団法人 全日本冠婚葬祭互助協会
経済産業省 5月末

85 一般社団法人 日本民間放送連盟 総務省 5月13日

86 日本放送協会 総務省 5月14日

87 一般社団法人 衛星放送協会 総務省 5月14日

88 一般社団法人 日本ケーブルテレビ連盟 総務省 5月14日

89 一般社団法人 日本コミュニティ放送協会 総務省 5月14日

90 一般社団法人 日本映画製作者連盟 経済産業省 5月14日

91 一般社団法人 日本音声製作者連盟 経済産業省 5月末

92 協同組合日本写真館協会 経済産業省 5月21日

93 一般社団法人 日本コールセンター協会 経済産業省 5月21日

⑮冠婚葬祭

⑬生活必需サービス

⑯メディア

⑰個人向けサービス
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94 一般社団法人 全国ペット協会 環境省 5月29日

95

一般社団法人 日本自動車販売協会連合会

一般社団法人 日本中古自動車販売協会連合会

全国オートバイ協同組合連合会

一般社団法人 全国軽自動車協会連合会

一般財団法人 日本自動車購入協会

一般社団法人 日本自動車査定協会

一般社団法人 日本オートオークション協議会

日本自動車輸入組合

一般社団法人 日本二輪車オークション協会

一般社団法人 中古二輪自動車流通協会

経済産業省 5月末

96 一般社団法人 全国銀行協会 金融庁 5月14日

97 日本証券業協会 金融庁 5月14日

98 一般社団法人 全国信用金庫協会 金融庁 5月15日

99 一般社団法人 全国信用組合中央協会 金融庁 5月15日

100 一般社団法人 全国労働金庫協会 金融庁 5月15日

101 一般社団法人 生命保険協会 金融庁 5月15日

102 一般社団法人 損害保険協会 金融庁 5月15日

103 一般社団法人 日本クレジット協会 経済産業省 5月末

104 公益社団法人 リース事業協会 経済産業省 6月上旬

105 鉄道連絡会（一般社団法人 日本民営鉄道協会 ・ JR等） 国土交通省 5月14日

106 公益社団法人 日本バス協会 国土交通省 5月14日

107 一般社団法人 全国ハイヤー・タクシー連合会 国土交通省 5月14日

108 一般社団法人 全国個人タクシー協会 国土交通省 5月14日

109 公益社団法人 全日本トラック協会 国土交通省 5月14日

110 日本内航海運組合総連合会 国土交通省 5月14日

111 一般社団法人 日本旅客船協会 国土交通省 5月14日

112 一般社団法人 日本船主協会 国土交通省 5月14日

113 一般社団法人 日本外航客船協会 国土交通省 5月14日

114 日本船舶代理店協会 国土交通省 5月14日

⑰個人向けサービス

⑲物流、運送

⑱金融
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115 外航船舶代理店業協会 国土交通省 5月14日

116
定期航空協会

一般社団法人 全国空港ビル事業者協会
国土交通省 5月14日

117
一般社団法人 日本旅行業協会

一般社団法人 全国旅行業協会
国土交通省 5月14日

118 一般社団法人 日本倉庫協会 国土交通省 5月14日

119 一般社団法人 日本冷蔵倉庫協会 国土交通省 5月14日

120

公益社団法人 全国通運連盟

一般社団法人 航空貨物運送協会

一般社団法人 国際フレイトフォワーダーズ協会

日本内航運送取扱業海運組合

国土交通省 5月14日

121 全国トラックターミナル協会 国土交通省 5月14日

122 日本郵便株式会社 総務省 5月15日

123 一般社団法人 日本港運協会 国土交通省 5月18日

124 一般社団法人 日本経済団体連合会 経済産業省 5月14日

125 一般社団法人 日本造船工業会 国土交通省 5月14日

126 一般社団法人 日本中小型造船工業会 国土交通省 5月14日

127 一般社団法人 情報サービス産業協会 経済産業省 5月18日

128 ㉑オフィス事務全般 一般社団法人 日本経済団体連合会 経済産業省 5月14日

129 一般社団法人 全国警備業協会 警察庁 5月14日

130 公益社団法人 全国ビルメンテナンス協会 厚生労働省 5月末

131 ㉓行政サービス 日本公証人連合会 法務省 5月14日

⑲物流、運送

　　※５月21日までの件数については、１件の追加報告があった（101件⇒102件）

※上記のほか、学校、医療機関、社会福祉施設、社会体育施設、研究施設、建設業等については所管省庁においてガイドライン等を作成・公表。

㉒企業活動、

　治安維持

⑳製造業全般

(参考)

ガイドライン数 団体数

・５月１４日まで ８２件 １２６団体

・５月２１日まで １０２件（＋２０） １５５団体（＋２９）

・５月２５日まで １０４件（＋２） １６０団体（＋５）

・５月末等 １３１件（＋２７） ２０６団体（＋４６）
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